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問１３ 女性の人権について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答率が高いのは、「男女の固定的役割分担意識や行動（「男は仕事、女は家事・育児」など）」49.4%、

「職場における差別待遇（採用・昇格・仕事内容・賃金など）による不当な扱い」44.9%、「妊娠・出産等を

理由に職場で嫌がらせや不当な扱いを受けること（マタニティハラスメント）」36.1%となっている。 

  

第３章 さまざまな人権問題について 

女性の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。 

（該当するすべてに○） 

 

回
答
数

 

男
女
の
固
定
的
役
割
分
担

 

意
識
や
行
動

（
「
男
は

 

仕
事

、
女
は
家
事
・

 

育
児

」
な
ど

）

 

職
場
に
お
け
る
差
別
待
遇

（
採
用
・
昇
格
・
仕
事

 

内
容
・
賃
金
な
ど

）
よ
る

 

不
当
な
扱
い

 

政
治
分
野
に
お
け
る
女
性

 

の
参
画
状
況

 

女
性
の
社
会
進
出
の
た
め

 

の
支
援
制
度

 

職
場
や
学
校
に
お
け
る

 

性
的
嫌
が
ら
せ

（
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス

 

メ
ン
ト

）

 

妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
に

 

職
場
で
嫌
が
ら
せ
や
不
当

 

な
扱
い
を
受
け
る
こ
と

（
マ
タ
ニ
テ

ィ
ハ
ラ
ス
メ

 

ン
ト

）

 

パ
ー

ト
ナ
ー

や
恋
人
な
ど

 

か
ら
の
暴
力

（
ド
メ
ス

 

テ

ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

 

ン
ス

）

790 390 355 198 192 232 285 200
100.0 49.4 44.9 25.1 24.3 29.4 36.1 25.3

348 151 140 92 77 105 114 72
100.0 43.4 40.2 26.4 22.1 30.2 32.8 20.7

421 232 207 102 112 124 168 125
100.0 55.1 49.2 24.2 26.6 29.5 39.9 29.7

3 1 0 1 1 1 1 1
100.0 33.3 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3

18 6 8 3 2 2 2 2
100.0 33.3 44.4 16.7 11.1 11.1 11.1 11.1
 

女
性
へ
の
性
暴
力

 

特
定
の
人
に
し
つ
こ
く

 

つ
き
ま
と
わ
れ
る
こ
と

（
ス
ト
ー

カ
ー

）

 

売
春
・
買
春
・
援
助
交
際

 

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
・
ポ
ル

 

ノ
雑
誌
に
お
け
る
女
性
の

 

ヌ
ー

ド
写
真
や
映
像
の

 

商
品
化
な
ど

 

電
車
内
な
ど
の
公
共
の
場

 

に
お
け
る
性
情
報
の
は

 

ん
ら
ん

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

277 154 158 148 115 18 93 31
35.1 19.5 20.0 18.7 14.6 2.3 11.8 3.9
103 70 60 51 36 11 46 14
29.6 20.1 17.2 14.7 10.3 3.2 13.2 4.0
166 80 93 93 76 6 45 15
39.4 19.0 22.1 22.1 18.1 1.4 10.7 3.6

1 1 1 1 1 0 0 1
33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3

7 3 4 3 2 1 2 1
38.9 16.7 22.2 16.7 11.1 5.6 11.1 5.6

  問１３

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１３
女性の人権について

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答
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43.4 

55.1 

40.2 

49.2 

26.4 

24.2 

22.1 

26.6 

30.2 

29.5 

32.8 

39.9 

20.7 

29.7 

29.6 

39.4 

20.1 

19.0 

17.2 

22.1 

14.7 

22.1 

10.3 

18.1 

3.2 

1.4 

13.2 

10.7 

4.0 

3.6 

0% 30% 60%

男 性

女 性

図13-2 女性の人権について（性別）

その他

わからない

不明・無回答

49.4 

44.9 

36.1 

35.1 

29.4 

25.3 

25.1 

24.3 

20.0 

19.5 

18.7 

14.6 

2.3 

11.8 

3.9 

0% 30% 60%

女性への性暴力

政治分野における女性の参画状況

女性の社会進出のための支援制度

売春・買春・援助交際

特定の人にしつこくつきまとわれること（ストーカー）

その他

わからない

不明・無回答

図13-1 女性の人権について（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「男女の固定的役割分担意識や行動」では、男性と比べて女性が 11.7 ポイント高く、「女性への性暴力」

も、女性の方が 9.8ポイント高い。他の項目も同様で、女性が敏感に感じ取っている様子が分かる。  

33.3 

33.3 

0.0 

44.4 

33.3 

16.7 

33.3 

11.1 

33.3 

11.1 

33.3 

11.1 

33.3 

11.1 

33.3 

38.9 

33.3 

16.7 

33.3 

22.2 

33.3 

16.7 

33.3 

11.1 

0.0 

5.6 

0.0 

11.1 

33.3 

5.6 

0% 30% 60%

その他

不明・

無回答

男女の固定的役割分担意識や行動（「男は
仕事、女は家事・育児」など） 
 
職場における差別待遇（採用・昇格・仕事内
容・賃金など）よる不当な扱い 
 
政治分野における女性の参画状況 
 
女性の社会進出のための支援制度 
 
職場や学校における性的嫌がらせ（セクシュ
アルハラスメント） 
 
妊娠・出産等を理由に職場で嫌がらせや不
当な扱いを受けること （マタニティハラスメント） 

パートナーや恋人などからの暴力（ドメスティッ

ク・バイオレンス） 
 

女性への性暴力 
 
特定の人にしつこくつきまとわれること（ストー

カー） 
 

売春・買春・援助交際 
 
アダルトビデオ・ポルノ雑誌における女性の
ヌード写真や映像の商品化など 
 
電車内などの公共の場における性情報のは
んらん 

 男女の固定的役割分担意識や行動（「男は仕事、女は家事・育児」など） 

職場における差別待遇（採用・昇格・仕事内容・賃金など）よる不当な扱い 

妊娠・出産等を理由に職場で嫌がらせや不当な扱いを受けること（マタニテ 

 ィハラスメント） 

         職場や学校における性的嫌がらせ（セクシュアルハラスメント） 

         パートナーや恋人などからの暴力（ドメスティック・バイオレンス） 

 

 

 

 
 
 

アダルトビデオ・ポルノ雑誌における女性のヌード写真や映像の商品化 
など 

              電車内などの公共の場における性情報のはんらん 
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

男

女

の

固

定

的

役

割

分

担

 

意

識

や

行

動

（

「
男

は

 

仕

事

、
女

は

家

事

・

 

育

児

」
な

ど

）

 

職

場

に

お

け

る

差

別

待

遇

（
採

用

・

昇

格

・

仕

事

 

内

容

・

賃

金

な

ど

）
よ

る

 

不
当
な
扱
い

 

政

治

分

野

に

お

け

る

女

性

 

の

参

画

状

況

 

女

性

の

社

会

進

出

の

た

め

 

の

支

援

制

度

 

職

場

や

学

校

に

お

け

る

 

性

的

嫌

が

ら

せ

（
セ

ク

シ

ュ
ア

ル

ハ

ラ

ス

 

メ

ン

ト

）

 

妊

娠

・

出

産

等

を

理

由

に

 

職

場

で

嫌

が

ら

せ

や

不

当

 

な

扱

い

を

受

け

る

こ

と

（
マ

タ

ニ

テ

ィ
ハ

ラ

ス

メ

 

ン

ト

）

 

パ
ー

ト

ナ
ー

や

恋

人

な

ど

 

か

ら

の

暴

力

（
ド

メ

ス

 

テ

ィ

ッ
ク

・

バ

イ

オ

レ

 

ン

ス

）

790 390 355 198 192 232 285 200
100.0 49.4 44.9 25.1 24.3 29.4 36.1 25.3

45 24 19 9 7 14 22 14
100.0 53.3 42.2 20.0 15.6 31.1 48.9 31.1

47 25 19 12 12 17 21 9
100.0 53.2 40.4 25.5 25.5 36.2 44.7 19.1

91 55 44 26 21 30 40 26
100.0 60.4 48.4 28.6 23.1 33.0 44.0 28.6

124 74 54 37 30 47 55 41
100.0 59.7 43.5 29.8 24.2 37.9 44.4 33.1

170 80 85 47 55 66 70 56
100.0 47.1 50.0 27.6 32.4 38.8 41.2 32.9

196 91 95 43 50 38 52 37
100.0 46.4 48.5 21.9 25.5 19.4 26.5 18.9

104 37 34 22 16 18 23 17
100.0 35.6 32.7 21.2 15.4 17.3 22.1 16.3

13 4 5 2 1 2 2 0
100.0 30.8 38.5 15.4 7.7 15.4 15.4 0.0
 

女

性

へ

の

性

暴

力

 

特

定

の

人

に

し

つ

こ

く

 

つ

き

ま

と

わ

れ

る

こ

と

（
ス

ト
ー

カ
ー

）

 

売

春

・

買

春

・

援

助

交

際

 

ア

ダ

ル

ト

ビ

デ

オ

・

ポ

ル

 

ノ

雑

誌

に

お

け

る

女

性

の

 

ヌ
ー

ド

写

真

や

映

像

の

 

商
品
化
な
ど

 

電

車

内

な

ど

の

公

共

の

場

 

に

お

け

る

性

情

報

の

は

ん

 

ら

ん

 

そ

の

他

 

わ

か

ら

な

い

 

不

明

・

無

回

答

277 154 158 148 115 18 93 31
35.1 19.5 20.0 18.7 14.6 2.3 11.8 3.9

18 13 9 5 8 1 6 1
40.0 28.9 20.0 11.1 17.8 2.2 13.3 2.2

15 8 3 1 2 0 3 0
31.9 17.0 6.4 2.1 4.3 0.0 6.4 0.0

38 17 18 17 12 1 7 3
41.8 18.7 19.8 18.7 13.2 1.1 7.7 3.3

48 28 32 23 17 3 12 2
38.7 22.6 25.8 18.5 13.7 2.4 9.7 1.6

73 43 45 42 25 4 13 6
42.9 25.3 26.5 24.7 14.7 2.4 7.6 3.5

55 26 37 36 29 5 31 9
28.1 13.3 18.9 18.4 14.8 2.6 15.8 4.6

26 18 12 22 21 3 19 9
25.0 17.3 11.5 21.2 20.2 2.9 18.3 8.7

4 1 2 2 1 1 2 1
30.8 7.7 15.4 15.4 7.7 7.7 15.4 7.7

不明・無回答

年

　

　

　

　

齢

年

　

　

　

　

齢

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

  問１３

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１３
女性の人権について

５０～５９歳

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳
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53.3 

53.2 

60.4 

59.7 

42.2 

40.4 

48.4 

43.5 

20.0 

25.5 

28.6 

29.8 

15.6 

25.5 

23.1 

24.2 

31.1 

36.2 

33.0 

37.9 

48.9 

44.7 

44.0 

44.4 

31.1 

19.1 

28.6 

33.1 

40.0 

31.9 

41.8 

38.7 

28.9 

17.0 

18.7 

22.6 

20.0 

6.4 

19.8 

25.8 

11.1 

2.1 

18.7 

18.5 

17.8 

4.3 

13.2 

13.7 

2.2 

0.0 

1.1 

2.4 

13.3 

6.4 

7.7 

9.7 

2.2 

0.0 

3.3 

1.6 

0% 35% 70%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図13-3 女性の人権について（年齢層別）

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年齢層においても、「男女の固定的役割分担意識や行動」と「職場における差別待遇」の問題に対

する回答が最も高い項目になっている。また、18歳から 69歳までの年齢層においては、「マタニティハラ

スメント」問題および「女性への性暴力」への認識が高くなっている。 

 

 

  

47.1 

46.4 

35.6 

30.8 

50.0 

48.5 

32.7 

38.5 

27.6 

21.9 

21.2 

15.4 

32.4 

25.5 

15.4 

7.7 

38.8 

19.4 

17.3 

15.4 

41.2 

26.5 

22.1 

15.4 

32.9 

18.9 

16.3 

0.0 

42.9 

28.1 

25.0 

30.8 

25.3 

13.3 

17.3 

7.7 

26.5 

18.9 

11.5 

15.4 

24.7 

18.4 

21.2 

15.4 

14.7 

14.8 

20.2 

7.7 

2.4 

2.6 

2.9 

7.7 

7.6 

15.8 

18.3 

15.4 

3.5 

4.6 

8.7 

7.7 

0% 35% 70%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・

無回答

男女の固定的役割分担意識
や行動（「男は仕事、女は家
事・育児」など） 
 
職場における差別待遇（採用・ 
昇格・仕事内容・賃金など）よ 
る不当な扱い 
 
政治分野における女性の参画
状況 
 
女性の社会進出のための支
援制度 

 
職場や学校における性的嫌が
らせ（セクシュアルハラスメント） 
 
妊娠・出産等を理由に職場で
嫌がらせや不当な扱いを受け
ること（マタニティハラスメント） 

パートナーや恋人などからの 
暴力（ドメスティック・バイオレンス） 

 
女性への性暴力 

 
特定の人にしつこくつきまとわ
れること（ストーカー） 

 

売春・買春・援助交際 

 
アダルトビデオ・ポルノ雑誌に
おける女性のヌード写真や映
像の商品化など 
  
電車内などの公共の場におけ
る性情報のはんらん 
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

男

女

の

固

定

的

役

割

分

担

意

識

 

や

行

動

（

「
男

は

仕

事

、
女

は

 

家

事

・

育

児

」
な

ど

）

 

職

場

に

お

け

る

差

別

待

遇

（
採

用

・

昇

格

・

仕

事

内

容

・

 

賃
金
な
ど

）
よ
る
不
当
な
扱
い

 

政

治

分

野

に

お

け

る

女

性

の

 

参

画

状

況

 

女

性

の

社

会

進

出

の

た

め

の

 

支

援

制

度

 

職

場

や

学

校

に

お

け

る

性

的

嫌

 

が

ら

せ

（
セ

ク

シ

ュ
ア

ル

ハ

ラ

 

ス

メ

ン

ト

）

 

妊

娠

・

出

産

等

を

理

由

に

職

場

 

で

嫌

が

ら

せ

や

不

当

な

扱

い

を

 

受

け

る

こ

と

（
マ

タ

ニ

テ

ィ

 

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

）

 

パ
ー

ト

ナ
ー

や

恋

人

な

ど

か

ら

 

の

暴

力

（
ド

メ

ス

テ

ィ

ッ
ク

・

 

バ

イ

オ

レ

ン

ス

）

790 390 355 198 192 232 285 200
100.0 49.4 44.9 25.1 24.3 29.4 36.1 25.3

53 35 22 24 19 23 26 22
100.0 66.0 41.5 45.3 35.8 43.4 49.1 41.5

77 41 36 21 23 24 34 20
100.0 53.2 46.8 27.3 29.9 31.2 44.2 26.0

59 27 29 12 10 17 17 9
100.0 45.8 49.2 20.3 16.9 28.8 28.8 15.3

23 8 10 4 2 6 12 5
100.0 34.8 43.5 17.4 8.7 26.1 52.2 21.7

230 128 105 50 49 76 94 71
100.0 55.7 45.7 21.7 21.3 33.0 40.9 30.9

328 146 148 84 87 84 99 72
100.0 44.5 45.1 25.6 26.5 25.6 30.2 22.0

20 5 5 3 2 2 3 1
100.0 25.0 25.0 15.0 10.0 10.0 15.0 5.0

 

女

性

へ

の

性

暴

力

 

特

定

の

人

に

し

つ

こ

く

つ

き

 

ま

と

わ

れ

る

こ

と

（
ス

ト
ー

カ
ー

）

 

売

春

・

買

春

・

援

助

交

際

 

ア

ダ

ル

ト

ビ

デ

オ

・

ポ

ル

ノ

 

雑

誌

に

お

け

る

女

性

の

ヌ
ー

ド

 

写

真

や

映

像

の

商

品

化

な

ど

 

電

車

内

な

ど

の

公

共

の

場

に

 

お

け

る

性

情

報

の

は

ん

ら

ん

 

そ

の

他

 

わ

か

ら

な

い

 

不

明

・

無

回

答

277 154 158 148 115 18 93 31
35.1 19.5 20.0 18.7 14.6 2.3 11.8 3.9

23 15 18 16 9 0 0 2
43.4 28.3 34.0 30.2 17.0 0.0 0.0 3.8

34 17 17 14 10 0 5 1
44.2 22.1 22.1 18.2 13.0 0.0 6.5 1.3

12 10 7 9 7 2 9 4
20.3 16.9 11.9 15.3 11.9 3.4 15.3 6.8

8 6 4 2 2 1 5 0
34.8 26.1 17.4 8.7 8.7 4.3 21.7 0.0

89 44 43 38 28 6 24 3
38.7 19.1 18.7 16.5 12.2 2.6 10.4 1.3
106 58 66 66 57 8 48 18
32.3 17.7 20.1 20.1 17.4 2.4 14.6 5.5

5 4 3 3 2 1 2 3
25.0 20.0 15.0 15.0 10.0 5.0 10.0 15.0

不明・無回答

不明・無回答

  問１３

全　　　体

職

　

　

　

業

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１３
女性の人権について

全　　　体

職

　

　

　

業

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職
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66.0 

53.2 

45.8 

34.8 

41.5 

46.8 

49.2 

43.5 

45.3 

27.3 

20.3 

17.4 

35.8 

29.9 

16.9 

8.7 

43.4 

31.2 

28.8 

26.1 

49.1 

44.2 

28.8 

52.2 

41.5 

26.0 

15.3 

21.7 

43.4 

44.2 

20.3 

34.8 

28.3 

22.1 

16.9 

26.1 

34.0 

22.1 

11.9 

17.4 

30.2 

18.2 

15.3 

8.7 

17.0 

13.0 

11.9 

8.7 

0.0 

0.0 

3.4 

4.3 

0.0 

6.5 

15.3 

21.7 

3.8 

1.3 

6.8 

0.0 

0% 40% 80%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図13-4 女性の人権について（職業別）

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「国・地方公務員及び私学を含む教育・保育関係の職業」が、多くの項目において４０％近くの回答があ

り、他の職種と比べて問題意識が高い。「学生」では、「妊娠・出産等を理由に職場で嫌がらせや不当な扱

いを受けること（マタニティハラスメント）」への問題意識が 52.2％と、他の職種と比べて高い。 

 

  

55.7 

44.5 

25.0 

45.7 

45.1 

25.0 

21.7 

25.6 

15.0 

21.3 

26.5 

10.0 

33.0 

25.6 

10.0 

40.9 

30.2 

15.0 

30.9 

22.0 

5.0 

38.7 

32.3 

25.0 

19.1 

17.7 

20.0 

18.7 

20.1 

15.0 

16.5 

20.1 

15.0 

12.2 

17.4 

10.0 

2.6 

2.4 

5.0 

10.4 

14.6 

10.0 

1.3 

5.5 

15.0 

0% 40% 80%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・

無回答

男女の固定的役割分担意識や
行動（「男は仕事、女は家事・育
児」など） 
 
職場における差別待遇（採用・ 
昇格・仕事内容・賃金など）よ 
る不当な扱い 
 
政治分野における女性の参画

状況 

 

女性の社会進出のための支援

制度 

 

職場や学校における性的嫌が

らせ（セクシュアルハラスメント） 
 
妊娠・出産等を理由に職場で嫌

がらせや不当な扱いを受けるこ

と（マタニティハラスメント） 

パートナーや恋人などからの 
暴力（ドメスティック・バイオレン
ス） 

女性への性暴力 

 

特定の人にしつこくつきまとわ

れること（ストーカー） 

 

売春・買春・援助交際 
 
 
アダルトビデオ・ポルノ雑誌にお
ける女性のヌード写真や映像の
商品化など 
 
電車内などの公共の場における

性情報のはんらん 
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問１４ 子どもの人権について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「虐待問題」への認識が 74.2％で最も高い。次いで「子どもの貧困」47.5％、「子ども同士のいじめ問

題」44.6％、「周りの人たちのいじめへの無関心」43.8％が 40 パーセント台で続き、新しい問題で「ヤン

グケアラー」についても 42.5％ある。 

子どもの人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。 

（該当するすべてに○） 

 

回

答
数

 

親

が
子

ど

も

に

虐
待

（
身

体

 

的

、
心

理

的

、
性
的

）
を

加

 

え

た
り

、
子

育

て
を

放
棄

す

 

る

（
過

度

の

放

任
や

無
視

を

 

含

む

）

 

学

校
や

就

職

先

の
選

択
な

ど

 

で

、
親

が

子

ど

も
に

自
分

の

 

考

え
を

強

制

し

、
子

ど
も

の

 

意

見
を

無

視

す

る

 

子

ど
も

同

士

で

暴
力

や
仲

間

 

は

ず
れ

、
無

視

な
ど

の
い

じ

 

め

を
し

た

り

、
さ
せ

た
り

す

 

る

 

周

り
の

人

が

、
い
じ

め
を

し

 

て

い
る

人

や

、
い
じ

め
ら

れ

 

て

い
る

人

を

見

て
見

ぬ
ふ

り

 

を

す
る

 

教

師
や

ス

ポ
ー

ツ
等

の
指

導

 

者

に
よ

る

児

童

・
生

徒
へ

の

 

体

罰

 

ビ

デ
オ

・

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ

 

ト

・
ス

マ
ー

ト

フ

ォ
ン
な

 

ど

、
子

ど

も

を

取
り

巻
く

 

性

情
報

の

は

ん

ら
ん

 

児

童
買

春

、
児

童
ポ

ル
ノ

の

 

対

象
と

な

る

こ

と

790 586 312 352 346 266 205 225
100.0 74.2 39.5 44.6 43.8 33.7 25.9 28.5

348 250 131 151 148 98 71 85
100.0 71.8 37.6 43.4 42.5 28.2 20.4 24.4

421 323 178 191 192 165 129 136
100.0 76.7 42.3 45.4 45.6 39.2 30.6 32.3

3 2 1 2 1 0 1 1
100.0 66.7 33.3 66.7 33.3 0.0 33.3 33.3

18 11 2 8 5 3 4 3
100.0 61.1 11.1 44.4 27.8 16.7 22.2 16.7

 

学

校

や

登

下

校

時

の

不

審

者

に

 

よ

る

子

ど

も

へ

の

危

害

 

家

庭

の

経

済

状

況

が

理

由

で

子

ど

 

も

の

生

活

や

進

学

、
就

職

等

に

 

支

障

が

あ

る

こ

と

（
子
ど
も
の
貧
困

）

 

本

来

、
大

人

が

担

う

よ

う

な

家

事

 

や

家

族

の

世

話

な

ど

を

日

常

的

に

 

行

っ
て

い

る

こ

と

で

、
生

活

や

 

進

学

、
就

職

等

に

支

障

が

あ

る

 

こ

と

（
ヤ

ン

グ

ケ

ア

ラ
ー

）

 

子

ど

も
の

意

見

を

尊

重

す

る

社

会

 

意

識

が

不

十

分

な

こ

と

 

そ

の

他

 

わ

か

ら
な

い

 

不

明

・
無

回

答

196 375 336 198 9 65 25
24.8 47.5 42.5 25.1 1.1 8.2 3.2

78 154 125 91 5 34 10
22.4 44.3 35.9 26.1 1.4 9.8 2.9
115 215 205 103 4 28 13
27.3 51.1 48.7 24.5 1.0 6.7 3.1

0 2 1 1 0 0 1
0.0 66.7 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3

3 4 5 3 0 3 1
16.7 22.2 27.8 16.7 0.0 16.7 5.6

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１４
子どもの人権について

性

　

　

別

性

　

　

別

  問１４

全　　　体

男　性

女　性

その他

不明・無回答

その他

不明・無回答

全　　　体

男　性

女　性
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71.8 

76.7 

37.6 

42.3 

43.4 

45.4 

42.5 

45.6 

28.2 

39.2 

20.4 

30.6 

24.4 

32.3 

22.4 

27.3 

44.3 

51.1 

35.9 

48.7 

26.1 

24.5 

1.4 

1.0 

9.8 

6.7 

2.9 

3.1 

0% 40% 80%

男 性

女 性

図14-2 子どもの人権について（性別）

子どもの意見を尊重する社会意識が不十分なこと

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男女ともに、「虐待問題」への関心が最も高い。また、「体罰」、「性情報のはんらん」、「ヤングケアラー」

に関しては、男性に比べて女性の方の関心が約 10ポイント高い。 

74.2 

47.5 

44.6 

43.8 

42.5 

39.5 

33.7 

28.5 

25.9 

25.1 

24.8 

1.1 

8.2 

3.2 

0% 40% 80%

児童買春、児童ポルノの対象となること

子どもの意見を尊重する社会意識が不十分なこと

学校や登下校時の不審者による子どもへの危害

その他

わからない

不明・無回答

図14-1 子どもの人権について（全体）

親が子どもに虐待（身体的､心理的、性的）を加えたり、子育てを放棄する 
 （過度の放任や無視を含む） 

家庭の経済状況が理由で子どもの生活や進学、就職等に支障があること 
 （子どもの貧困） 

子ども同士で暴力や仲間はずれ、無視などのいじめをしたり、させたりする 

周りの人が、いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふりを 
する 
本来、大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行っていること 
で、生活や進学、就職等に支障があること（ヤングケアラー） 

学校や就職先の選択などで、親が子どもに自分の考えを強制し、子どもの 
意見を無視する 
               教師やスポーツ等の指導者による児童・生徒への体罰 

 
 
ビデオ・インターネット・スマートフォンなど、子どもを取り巻く性情報のはん 
らん 

66.7 

61.1 

33.3 

11.1 

66.7 

44.4 

33.3 

27.8 

0.0 

16.7 

33.3 

22.2 

33.3 

16.7 

0.0 

16.7 

66.7 

22.2 

33.3 

27.8 

33.3 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

33.3 

5.6 

0% 40% 80%

その他

不明・

無回答

親が子どもに虐待（身体的､心理的、性的）を加えたり、子育
てを放棄する（過度の放任や無視を含む） 
 
学校や就職先の選択などで、親が子どもに自分の考えを強
制し、子ども の意見を無視する 
 
子ども同士で暴力や仲間はずれ、無視などのいじめをした
り、させたりする 
周りの人が、いじめをしている人や、いじめられている人を
見て見ぬふりをする  

教師やスポーツ等の指導者による児童・生徒への体罰 
 

ビデオ・インターネット・スマートフォンなど、子どもを 

取り巻く性情報のはんらん 

児童買春、児童ポルノの対象となること 
 
学校や登下校時の不審者による子どもへの危害 
 

家庭の経済状況が理由で子どもの生活や進学、就職等に

支障があること（子どもの貧困） 

本来、大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に
行っていることで、生活や進学、就職等に支障があること

（ヤングケアラー） 
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回
答
数

 

親

が

子

ど

も

に

虐

待

（
身

体

 

的

、
心
理
的

、
性
的

）
を
加

 

え

た

り

、
子

育

て

を

放

棄

す

 

る

（
過
度
の
放
任
や
無
視
を

 

含

む

）

 

学

校

や

就

職

先

の

選

択

な

ど

 

で

、
親

が

子

ど

も

に

自

分

の

 

考

え

を

強

制

し

、
子

ど

も

の

 

意

見

を

無

視

す

る

 

子

ど

も

同

士

で

暴

力

や

仲

間

 

は

ず

れ

、
無

視

な

ど

の

い

じ

 

め

を

し

た

り

、
さ

せ

た

り

す

 

る

 

周

り

の

人

が

、
い

じ

め

を

し

 

て

い

る

人

や

、
い

じ

め

ら

れ

 

て

い

る

人

を

見

て

見

ぬ

ふ

り

 

を

す

る

 

教

師

や

ス

ポ
ー

ツ

等

の

指

導

 

者

に

よ

る

児

童

・

生

徒

へ

の

 

体

罰

 

ビ

デ

オ

・

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ

 

ト

・

ス

マ
ー

ト

フ

ォ
ン

な

 

ど

、
子

ど

も

を

取

り

巻

く

 

性

情

報

の

は

ん

ら

ん

 

児

童

買

春

、
児

童

ポ

ル

ノ

の

 

対

象

と

な

る

こ

と

790 586 312 352 346 266 205 225
100.0 74.2 39.5 44.6 43.8 33.7 25.9 28.5

45 34 25 23 17 15 9 9
100.0 75.6 55.6 51.1 37.8 33.3 20.0 20.0

47 39 23 23 18 18 13 16
100.0 83.0 48.9 48.9 38.3 38.3 27.7 34.0

91 68 51 36 39 34 24 34
100.0 74.7 56.0 39.6 42.9 37.4 26.4 37.4

124 108 57 66 63 46 37 46
100.0 87.1 46.0 53.2 50.8 37.1 29.8 37.1

170 139 74 90 80 66 54 57
100.0 81.8 43.5 52.9 47.1 38.8 31.8 33.5

196 128 57 75 84 60 51 39
100.0 65.3 29.1 38.3 42.9 30.6 26.0 19.9

104 62 24 34 42 25 15 22
100.0 59.6 23.1 32.7 40.4 24.0 14.4 21.2

13 8 1 5 3 2 2 2
100.0 61.5 7.7 38.5 23.1 15.4 15.4 15.4

 

学

校

や

登

下

校

時

の

不

審

者

に

 

よ

る

子

ど

も

へ

の

危

害

 

家

庭

の

経

済

状

況

が

理

由

で

子

ど

 

も

の

生

活

や

進

学

、
就

職

等

に

 

支

障

が

あ

る

こ

と

（
子

ど

も

の

貧

困

）

 

本

来

、
大

人

が

担

う

よ

う

な

家

事

 

や

家

族

の

世

話

な

ど

を

日

常

的

に

 

行

っ
て

い

る

こ

と

で

、
生

活

や

 

進

学

、
就

職

等

に

支

障

が

あ

る

 

こ
と

（
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

）

 

子

ど

も

の

意

見

を

尊

重

す

る

社

会

 

意

識

が

不

十

分

な

こ

と

 

そ

の

他

 

わ

か

ら

な

い

 

不

明

・

無

回

答

196 375 336 198 9 65 25
24.8 47.5 42.5 25.1 1.1 8.2 3.2

7 22 18 12 0 3 1
15.6 48.9 40.0 26.7 0.0 6.7 2.2

13 28 19 15 0 4 0
27.7 59.6 40.4 31.9 0.0 8.5 0.0

34 49 47 31 0 9 2
37.4 53.8 51.6 34.1 0.0 9.9 2.2

36 70 68 31 0 6 1
29.0 56.5 54.8 25.0 0.0 4.8 0.8

47 92 82 45 2 8 6
27.6 54.1 48.2 26.5 1.2 4.7 3.5

34 81 69 40 6 19 7
17.3 41.3 35.2 20.4 3.1 9.7 3.6

22 30 29 21 1 13 7
21.2 28.8 27.9 20.2 1.0 12.5 6.7

3 3 4 3 0 3 1
23.1 23.1 30.8 23.1 0.0 23.1 7.7

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１４
子どもの人権について

  問１４

全　　　体

８０歳以上

不明・無回答

全　　　体

年

　

　

　

　

齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

年

　

　

　

　

齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答
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多くの年齢層で「親が子どもに虐待（身体的、心理的、性的）を加えたり、子育てを放棄する」が最も高

く、 次いで「家庭の経済状況が理由で子どもの生活や進学、就職等に支障があること(子どもの貧困)」

となっている。 

 ヤングケアラーの問題については、40歳から 59歳で関心が高く 50％を超えている。 

  

本来、大人が担うような家事や家族の世話などを
日常的に行っていることで、生活や進学、就職等
に支障があること（ヤングケアラー） 

表来、大人が担うような家事や家族の世話などを
日常的に行っていることで、生活や進学、就職等
に支障があること（ヤングケアラー） 

75.6 

83.0 

74.7 

87.1 

55.6 

48.9 

56.0 

46.0 

51.1 

48.9 

39.6 

53.2 

37.8 

38.3 

42.9 

50.8 

33.3 

38.3 

37.4 

37.1 

20.0 

27.7 

26.4 

29.8 

20.0 

34.0 

37.4 

37.1 

15.6 

27.7 

37.4 

29.0 

48.9 

59.6 

53.8 

56.5 

40.0 

40.4 

51.6 

54.8 

26.7 

31.9 

34.1 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.7 

8.5 

9.9 

4.8 

2.2 

0.0 

2.2 

0.8 

0% 50% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図14-3 子どもの人権について（年齢層別）

その他

わからない

不明・無回答

81.8 

65.3 

59.6 

61.5 

43.5 

29.1 

23.1 

7.7 

52.9 

38.3 

32.7 

38.5 

47.1 

42.9 

40.4 

23.1 

38.8 

30.6 

24.0 

15.4 

31.8 

26.0 

14.4 

15.4 

33.5 

19.9 

21.2 

15.4 

27.6 

17.3 

21.2 

23.1 

54.1 

41.3 

28.8 

23.1 

48.2 

35.2 

27.9 

30.8 

26.5 

20.4 

20.2 

23.1 

1.2 

3.1 

1.0 

0.0 

4.7 

9.7 

12.5 

23.1 

3.5 

3.6 

6.7 

7.7 

0% 50% 100%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・

無回答

親が子どもに虐待（身体的､心理
的、性的）を加えたり、子育てを放
棄する（過度の放任や無視を含む） 
  
学校や就職先の選択などで、親が
子どもに自分の考えを強制し、子ど
もの意見を無視する 
  
子ども同士で暴力や仲間はずれ、
無視などのいじめをしたり、させた
りする 
  
周りの人が、いじめをしている人
や、いじめられている人を見て見ぬ
ふりをする 
  
教師やスポーツ等の指導者による
児童・生徒への体罰 

 
ビデオ・インターネット・スマートフォ
ンなど、子どもを取り巻く性情報の
はんらん 

 
児童買春、児童ポルノの対象とな
ること 
  
学校や登下校時の不審者による子
どもへの危害 
 
家庭の経済状況が理由で子どもの
生活や進学、就職等に支障がある
こと（子どもの貧困） 
 
本来、大人が担うような家事や家
族の世話などを日常的に行ってい
ることで、生活や進学、就職等に支
障があること（ヤングケアラー） 
 
子どもの意見を尊重する社会意
識が不十分なこと 
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回
答

数

 

親
が

子
ど
も

に
虐

待

（
身
体

的

、

 

心
理

的

、
性

的

）
を
加

え
た

り

、

 

子
育

て
を
放

棄
す

る

（
過
度

の
放

任
や

無
視

を
含
む

）

 

学
校

や
就
職

先
の

選
択

な
ど

で

、

 

親
が

子
ど
も

に
自

分
の

考
え

を

　

強
制

し

、
子

ど
も

の
意

見
を

無
視

　

す
る

 

子
ど

も
同
士

で
暴

力
や

仲
間

は
ず

 

れ

、
無
視
な

ど
の

い
じ

め
を

し
た

 

り

、
さ
せ
た

り
す

る

 

周
り

の
人
が

、
い

じ
め

を
し

て
い

 

る
人

や

、
い

じ
め

ら
れ

て
い

る
人

 

を
見

て
見
ぬ

ふ
り

を
す

る

 

教
師

や
ス
ポ
ー

ツ

等
の

指
導

者
に

 

よ
る

児
童
・

生
徒

へ
の

体
罰

 

ビ
デ

オ
・
イ

ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

・

 

ス
マ
ー

ト
フ

ォ
ン

な
ど

、
子

ど
も

 

を
取

り
巻
く

性
情

報
の

は
ん

ら
ん

 

児
童

買
春

、
児
童

ポ
ル

ノ
の

対
象

 

と
な

る
こ
と

790 586 312 352 346 266 205 225
100.0 74.2 39.5 44.6 43.8 33.7 25.9 28.5

53 47 29 27 29 22 19 28
100.0 88.7 54.7 50.9 54.7 41.5 35.8 52.8

77 68 40 35 31 35 19 30
100.0 88.3 51.9 45.5 40.3 45.5 24.7 39.0

59 37 27 24 27 14 13 16
100.0 62.7 45.8 40.7 45.8 23.7 22.0 27.1

23 14 13 9 8 6 3 1
100.0 60.9 56.5 39.1 34.8 26.1 13.0 4.3

230 182 98 117 103 82 64 63
100.0 79.1 42.6 50.9 44.8 35.7 27.8 27.4

328 226 103 133 142 104 83 84
100.0 68.9 31.4 40.5 43.3 31.7 25.3 25.6

20 12 2 7 6 3 4 3
100.0 60.0 10.0 35.0 30.0 15.0 20.0 15.0

 

学
校

や
登

下
校

時
の

不
審
者

に

 

よ
る

子
ど

も
へ

の
危

害

 

家
庭

の
経

済
状

況
が

理
由
で

子
ど

 

も
の

生
活

や
進

学

、
就
職
等

に

 

支
障

が
あ

る
こ

と

（
子

ど
も

の
貧
困

）

 

本
来

、
大

人
が

担
う

よ
う
な

家
事

 

や
家

族
の

世
話

な
ど

を
日
常

的
に

 

行

っ
て
い

る
こ

と
で

、
生
活

や
進

 

学

、
就
職

等
に

支
障

が
あ
る

こ
と

（
ヤ

ン
グ

ケ
ア
ラ
ー

）

 

子
ど

も
の

意
見

を
尊

重
す
る

社
会

 

意
識

が
不

十
分

な
こ

と

 

そ
の

他

 

わ
か

ら
な

い

 

不
明

・
無

回
答

196 375 336 198 9 65 25
24.8 47.5 42.5 25.1 1.1 8.2 3.2

12 40 38 22 0 0 2
22.6 75.5 71.7 41.5 0.0 0.0 3.8

26 43 32 18 0 5 0
33.8 55.8 41.6 23.4 0.0 6.5 0.0

13 23 17 15 2 7 1
22.0 39.0 28.8 25.4 3.4 11.9 1.7

4 9 9 7 0 2 0
17.4 39.1 39.1 30.4 0.0 8.7 0.0

63 116 102 56 3 21 4
27.4 50.4 44.3 24.3 1.3 9.1 1.7

75 140 134 77 4 27 16
22.9 42.7 40.9 23.5 1.2 8.2 4.9

3 4 4 3 0 3 2
15.0 20.0 20.0 15.0 0.0 15.0 10.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１４
子どもの人権について

学   生

全　　　体

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

不明・無回答

上記以外の会社員や
団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

不明・無回答

職

　
　

　
業

全　　　体

職

　
　

　
業

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

  問１４

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

自営業、農業、漁業
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88.7 

88.3 

62.7 

60.9 

54.7 

51.9 

45.8 

56.5 

50.9 

45.5 

40.7 

39.1 

54.7 

40.3 

45.8 

34.8 

41.5 

45.5 

23.7 

26.1 

35.8 

24.7 

22.0 

13.0 

52.8 

39.0 

27.1 

4.3 

22.6 

33.8 

22.0 

17.4 

75.5 

55.8 

39.0 

39.1 

71.7 

41.6 

28.8 

39.1 

41.5 

23.4 

25.4 

30.4 

0.0 

0.0 

3.4 

0.0 

0.0 

6.5 

11.9 

8.7 

3.8 

0.0 

1.7 

0.0 

0% 50% 100%

国・地方

公務員

及び私学

を含む

教育・保育

関係の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、

農業、

漁業

学 生

図14-4 子どもの人権について（職業別）

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どの職業においても最も問題があると認識されているのは、「親が子どもに虐待（身体的、心理的、性

的）を加えたり、子育てを放棄する」で、「国・地方公務員及び私学を含む教育・保育関係の職業」88.7％

と「医療関係、福祉関係、マスメディア関係の職業」88.3％で特に高い。 次に「家庭の経済状況が理由

で子どもの生活や進学、就職等に支障があること（子どもの貧困）」 が公務員や医療関係・福祉関係者、

無職の中で 2番めになっている。 

 「学生」では、「学校や就職先の選択などで、親が子どもに自分の考えを強制し、子どもの意見を無視す

る」が 56.5％で、2番めになっている 

  

79.1 

68.9 

60.0 

42.6 

31.4 

10.0 

50.9 

40.5 

35.0 

44.8 

43.3 

30.0 

35.7 

31.7 

15.0 

27.8 

25.3 

20.0 

27.4 

25.6 

15.0 

27.4 

22.9 

15.0 

50.4 

42.7 

20.0 

44.3 

40.9 

20.0 

24.3 

23.5 

15.0 

1.3 

1.2 

0.0 

9.1 

8.2 

15.0 

1.7 

4.9 

10.0 

0% 50% 100%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・

無回答

親が子どもに虐待（身体的､心理
的、性的）を加えたり、子育てを放
棄する（過度の放任や無視を含む） 
  
学校や就職先の選択などで、親が
子どもに自分の考えを強制し、子ど
もの意見を無視する 
  
子ども同士で暴力や仲間はずれ、
無視などのいじめをしたり、させた
りする   
周りの人が、いじめをしている人
や、いじめられている人を見て見ぬ
ふりをする 
  
教師やスポーツ等の指導者による
児童・生徒への体罰 
  
ビデオ・インターネット・スマートフォ
ンなど、子どもを取り巻く性情報の
はんらん 
  
児童買春、児童ポルノの対象とな
ること 
  
学校や登下校時の不審者による子
どもへの危害 
  
家庭の経済状況が理由で子どもの
生活や進学、就職等に支障がある
こと（子どもの貧困） 
  
本来、大人が担うような家事や家
族の世話などを日常的に行ってい
ることで、生活や進学、就職等に支
障があること（ヤングケアラー） 
  
子どもの意見を尊重する社会意
識が不十分なこと 
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問１５ 高齢者の人権について 

 

 

 

 １）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。 

（該当するすべてに○） 

上段：実数（人）　下段：比率（％）

 

回
答
数

 

働
き
た
く
て
も
働
く
機
会
が

 

少
な
い
こ
と

 

病
院
や
福
祉
施
設
等
の
サ
ー

ビ
ス

 

が
十
分
で
な
い
こ
と

 

介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の

 

介
護
体
制
・
介
護
環
境
が
十
分
で

 

な
い
こ
と

（
老
々
介
護
や
介
護
の

 

過
度
な
負
担
に
よ
る
虐
待
等
の

 

問
題
が
生
じ
て
い
る
な
ど

）

　

道
路
の
段
差
や
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の

　

未
設
置
な
ど

、
高
齢
者
の
利
用
に

　

支
障
が
あ
る
こ
と

（
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
ま
ち
づ
く
り

 

が
進
ん
で
い
な
い
こ
と

）

 

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
や
ス
マ
ー

ト

 

フ

ォ
ン
な
ど
が
自
由
に
使
え
な
い

 

た
め

、
生
活
に
必
要
な
情
報
が

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
に

　

十
分
に
伝
わ
り
に
く
い
こ
と

 

単
身
高
齢
者
な
ど
が
賃
貸
の
住
宅

（
ア
パ
ー

ト
な
ど

）
へ
の
入
居
を

 

拒
否
さ
れ
る
こ
と

790 255 153 421 227 332 263
100.0 32.3 19.4 53.3 28.7 42.0 33.3

348 115 57 173 87 136 114
100.0 33.0 16.4 49.7 25.0 39.1 32.8

421 135 93 235 137 190 146
100.0 32.1 22.1 55.8 32.5 45.1 34.7

3 1 1 3 1 1 0
100.0 33.3 33.3 100.0 33.3 33.3 0.0

18 4 2 10 2 5 3
100.0 22.2 11.1 55.6 11.1 27.8 16.7

 

高
齢
者
を
ね
ら

っ
た

 

悪
質
商
法
や
振
り
込
め

 

詐
欺
に
あ
う
こ
と

 

家
族
が
高
齢
者
の
世
話

 

を
避
け
た
り

、
じ

ゃ
ま

 

者
扱
い
し

、
軽
ん
じ
た

 

り
無
視
し
た
り
虐
待
す

 

る
こ
と

 

病
院
や
福
祉
施
設
等
に

 

お
い
て
不
当
な
扱
い
や

 

虐
待
を
受
け
る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

358 254 276 10 63 24
45.3 32.2 34.9 1.3 8.0 3.0
153 90 103 7 34 10
44.0 25.9 29.6 2.0 9.8 2.9
197 161 169 3 27 11
46.8 38.2 40.1 0.7 6.4 2.6

1 0 0 0 0 0
33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 3 4 0 2 3
38.9 16.7 22.2 0.0 11.1 16.7

高齢者の人権について

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答

  問１5

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答

  問１5
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53.3 

45.3 

42.0 

34.9 

33.3 

32.3 

32.2 

28.7 

19.4 

1.3 

8.0 

3.0 

0% 30% 60%

高齢者をねらった悪質商法や振り込め詐欺にあうこと

働きたくても働く機会が少ないこと

病院や福祉施設等のサービスが十分でないこと

その他

わからない

不明・無回答

図15-1 高齢者の人権について（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護を必要とする高齢者の介護体制・介護環境が十分でないこと（老々介護や介護の過度な負担に

よる虐待等の問題が生じているなど）」53.3％が最も高く、次いで「高齢者を狙った悪質商法や振り込め

詐欺にあうこと」45.3％、「インターネットやスマートフォンなどが自由に使えないため、生活に必要な情報

が、ひとり暮らしの高齢者などに十分に伝わりにくいこと」42.0％になっている。 

 

 

  

介護を必要とする高齢者の介護体制・介護環境が十分でないこと（老々介護
や介護の過度な負担による虐待等の問題が生じているなど） 
 

 

インターネットやスマートフォンなどが自由に使えないため、生活に必要な情

報がひとり暮らしの高齢者などに十分に伝わりにくいこと 

             病院や福祉施設等において不当な扱いや虐待を受けること 

単身高齢者などが賃貸の住宅（アパートなど）への入居を拒否されること 
 

 
 
 
家族が高齢者の世話を避けたり、じゃま者扱いし、軽んじたり無視したり虐待
すること 

道路の段差やエレベーターの未設置など、高齢者の利用に支障があること

（バリアフリーのまちづくりが進んでいないこと） 
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33.0 

32.1 

33.3 

22.2 

16.4 

22.1 

33.3 

11.1 

49.7 

55.8 

100.0 

55.6 

25.0 

32.5 

33.3 

11.1 

39.1 

45.1 

33.3 

27.8 

32.8 

34.7 

0.0 

16.7 

44.0 

46.8 

33.3 

38.9 

25.9 

38.2 

0.0 

16.7 

29.6 

40.1 

0.0 

22.2 

2.0 

0.7 

0.0 

0.0 

9.8 

6.4 

0.0 

11.1 

2.9 

2.6 

0.0 

16.7 

0% 50% 100%

男 性

女 性

その他

不明・

無回答

図15-2 高齢者の人権について（性別） 働きたくても働く機会が少ないこと

病院や福祉施設等のサービスが十分でないこと

単身高齢者などが賃貸の住宅（アパートなど）への

入居を拒否されること

高齢者をねらった悪質商法や振り込め詐欺にあう

こと

家族が高齢者の世話を避けたり、じゃま者扱いし、

軽んじたり無視したり虐待すること

病院や福祉施設等において不当な扱いや虐待を

受けること

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「介護を必要とする高齢者の介護体制・介護環境が十分でないこと（老々介護や介護の過度な負担に

よる虐待等の問題が生じているなど）」が、男性 49.7％、女性 55.8％で、ともに最も高い項目である。 

また、「家族が高齢者を邪魔者扱いすること」、「病院や福祉施設等において不当な扱いや虐待を受け

ること」についての認識の高さでは、女性が男性に比べて、ともに 10ポイントほど高い。 

  

介護を必要とする高齢者の介護体制・介護環境
が十分でないこと（老々介護や介護の過度な負担
による虐待等の問題が生じているなど）  
 
道路の段差やエレベーターの未設置など、高齢者
の利用に支障があること（バリアフリーのまちづく
りが進んでいないこと） 
 
インターネットやスマートフォンなどが自由に使え
ないため、生活に必要な情報がひとり暮らしの高
齢者などに十分に伝わりにくいこと 
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上段：実数（人）　下段：比率（％）

 

回
答
数

 

働
き
た
く
て
も
働
く
機
会
が

 

少
な
い
こ
と

 

病
院
や
福
祉
施
設
等
の
サ
ー

ビ
ス

 

が
十
分
で
な
い
こ
と

 

介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の

 

介
護
体
制
・
介
護
環
境
が
十
分
で

 

な
い
こ
と

（
老
々
介
護
や
介
護
の

 

過
度
な
負
担
に
よ
る
虐
待
等
の

 

問
題
が
生
じ
て
い
る
な
ど

）

　

道
路
の
段
差
や
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の

　

未
設
置
な
ど

、
高
齢
者
の
利
用
に

　

支
障
が
あ
る
こ
と

（
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
ま
ち
づ
く
り

 

が
進
ん
で
い
な
い
こ
と

）

 

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
や
ス
マ
ー

ト

 

フ

ォ
ン
な
ど
が
自
由
に
使
え
な
い

 

た
め

、
生
活
に
必
要
な
情
報
が

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
に

　

十
分
に
伝
わ
り
に
く
い
こ
と

 

単
身
高
齢
者
な
ど
が
賃
貸
の
住
宅

（
ア
パ
ー

ト
な
ど

）
へ
の
入
居
を

 

拒
否
さ
れ
る
こ
と

790 255 153 421 227 332 263
100.0 32.3 19.4 53.3 28.7 42.0 33.3

45 15 11 25 13 13 13
100.0 33.3 24.4 55.6 28.9 28.9 28.9

47 14 14 29 14 15 12
100.0 29.8 29.8 61.7 29.8 31.9 25.5

91 37 9 41 20 40 33
100.0 40.7 9.9 45.1 22.0 44.0 36.3

124 47 29 76 42 54 51
100.0 37.9 23.4 61.3 33.9 43.5 41.1

170 58 39 90 55 75 69
100.0 34.1 22.9 52.9 32.4 44.1 40.6

196 57 30 104 51 86 55
100.0 29.1 15.3 53.1 26.0 43.9 28.1

104 24 19 48 30 46 27
100.0 23.1 18.3 46.2 28.8 44.2 26.0

13 3 2 8 2 3 3
100.0 23.1 15.4 61.5 15.4 23.1 23.1

 

高
齢
者
を
ね
ら

っ
た

 

悪
質
商
法
や
振
り
込
め

 

詐
欺
に
あ
う
こ
と

 

家
族
が
高
齢
者
の
世
話

 

を
避
け
た
り

、
じ

ゃ
ま

 

者
扱
い
し

、
軽
ん
じ
た

 

り
無
視
し
た
り
虐
待
す

 

る
こ
と

 

病
院
や
福
祉
施
設
等
に

 

お
い
て
不
当
な
扱
い
や

 

虐
待
を
受
け
る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

358 254 276 10 63 24
45.3 32.2 34.9 1.3 8.0 3.0

23 13 17 0 5 1
51.1 28.9 37.8 0.0 11.1 2.2

18 20 12 0 6 0
38.3 42.6 25.5 0.0 12.8 0.0

44 35 46 1 8 2
48.4 38.5 50.5 1.1 8.8 2.2

64 45 58 1 3 1
51.6 36.3 46.8 0.8 2.4 0.8

80 57 63 2 9 7
47.1 33.5 37.1 1.2 5.3 4.1

79 60 49 4 17 5
40.3 30.6 25.0 2.0 8.7 2.6

44 23 27 2 13 7
42.3 22.1 26.0 1.9 12.5 6.7

6 1 4 0 2 1
46.2 7.7 30.8 0.0 15.4 7.7

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

高齢者の人権について

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

６０～６９歳

全　　　体

  問１5

年
　
　
　
　
齢

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

年
　
　
　
　
齢

５０～５９歳

 
  問１５
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33.3 

29.8 

40.7 

37.9 

24.4 

29.8 

9.9 

23.4 

55.6 

61.7 

45.1 

61.3 

28.9 

29.8 

22.0 

33.9 

28.9 

31.9 

44.0 

43.5 

28.9 

25.5 

36.3 

41.1 

51.1 

38.3 

48.4 

51.6 

28.9 

42.6 

38.5 

36.3 

37.8 

25.5 

50.5 

46.8 

0.0 

0.0 

1.1 

0.8 

11.1 

12.8 

8.8 

2.4 

2.2 

0.0 

2.2 

0.8 

0% 40% 80%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図15-3 高齢者の人権について（年齢層別）
働きたくても働く機会が少ないこと

病院や福祉施設等のサービスが十分でないこと

単身高齢者などが賃貸の住宅（アパートなど）へ

の入居を拒否されること

高齢者をねらった悪質商法や振り込め詐欺にあう

こと

家族が高齢者の世話を避けたり、じゃま者扱いし、

軽んじたり無視したり虐待すること

病院や福祉施設等において不当な扱いや虐待を

受けること

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの年齢層において、「介護を必要とする高齢者の介護体制・介護環境が十分でないこと」が最も高

くなっており、介護問題を第一に挙げている。次いで「高齢者をねらった悪質商法や振り込め詐欺にあう

こと」が高くなっている。 

「30～39 歳」では、「家族が高齢者を邪魔者扱いすること」42.6％、70 歳以上では、「インターネット

やスマートフォンなどが自由に使えないため、生活に必要な情報がひとり暮らしの高齢者などに十分に伝

わりにくいこと」が上位にある。 

 

  

34.1 

29.1 

23.1 

23.1 

22.9 

15.3 

18.3 

15.4 

52.9 

53.1 

46.2 

61.5 

32.4 

26.0 

28.8 

15.4 

44.1 

43.9 

44.2 

23.1 

40.6 

28.1 

26.0 

23.1 

47.1 

40.3 

42.3 

46.2 

33.5 

30.6 

22.1 

7.7 

37.1 

25.0 

26.0 

30.8 

1.2 

2.0 

1.9 

0.0 

5.3 

8.7 

12.5 

15.4 

4.1 

2.6 

6.7 

7.7 

0% 40% 80%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・

無回答

介護を必要とする高齢者の介護体制・介護環境
が十分でないこと（老々介護や介護の過度な負
担による虐待等の問題が生じているなど） 
 
道路の段差やエレベーターの未設置など、高齢
者の利用に支障があること（バリアフリーのまち
づくりが進んでいないこと） 
 
インターネットやスマートフォンなどが自由に使
えないため、生活に必要な情報がひとり暮らしの
高齢者などに十分に伝わりにくいこと 
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの職業においても、介護の問題、悪質商法の問題や情報へのアクセスの問題が上位にきている

が、職業による特段の差異はない。 

  

 

回
答

数

 

働
き

た
く
て

も
働

く
機

会
が

少
な
い

こ
と

 

病
院

や
福
祉

施
設

等
の

サ
ー

ビ
ス
が

十
分

 

で
な

い
こ
と

 

介
護

を
必
要

と
す

る
高

齢
者

の
介
護

 

体
制

・
介
護

環
境

が
十

分
で

な
い
こ

と

（
老
々

介
護

や
介

護
の

過
度
な

負
担

に
よ

 

る
虐

待
等
の

問
題

が
生

じ
て

い
る
な

ど

）

 

道
路

の
段
差

や
エ

レ
ベ
ー

タ
ー

の
未

設
置

 

な
ど

、
高
齢

者
の

利
用

に
支

障
が
あ

る
こ

 

と

（
バ
リ
ア

フ
リ
ー

の

ま
ち

づ
く
り

が
進

 

ん
で

い
な
い

こ
と

）

 

イ
ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

や
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン
な

 

ど
が

自
由
に

使
え

な
い

た
め

、
生
活

に

 

必
要
な
情
報
が
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

 

な
ど

に
十
分

に
伝

わ
り

に
く

い
こ
と

 

単
身

高
齢
者

な
ど

が
賃

貸
の

住
宅

（
ア
パ
ー

ト

な
ど

）
へ

の
入
居

を
拒

否
さ

 

れ
る

こ
と

790 255 153 421 227 332 263
100.0 32.3 19.4 53.3 28.7 42.0 33.3

53 20 15 38 19 22 21
100.0 37.7 28.3 71.7 35.8 41.5 39.6

77 26 20 47 23 28 35
100.0 33.8 26.0 61.0 29.9 36.4 45.5

59 12 8 27 19 26 20
100.0 20.3 13.6 45.8 32.2 44.1 33.9

23 5 3 12 4 3 4
100.0 21.7 13.0 52.2 17.4 13.0 17.4

230 98 46 116 64 99 76
100.0 42.6 20.0 50.4 27.8 43.0 33.0

328 90 58 169 94 150 103
100.0 27.4 17.7 51.5 28.7 45.7 31.4

20 4 3 12 4 4 4
100.0 20.0 15.0 60.0 20.0 20.0 20.0

 

高

齢
者

を
ね

ら

っ
た
悪
質

 

商

法
や

振
り

込
め

詐
欺
に

 

あ

う
こ

と

 

家

族
が

高
齢

者
の

世
話
を

 

避

け
た

り

、
じ

ゃ
ま
者
扱

 

い

し

、
軽
ん

じ
た

り
無
視

 

し

た
り

虐
待

す
る

こ
と

 

病

院
や

福
祉

施
設

等
に

 

お

い
て

不
当

な
扱

い
や

 

虐

待
を

受
け

る
こ

と

 

そ

の
他

 

わ

か
ら

な
い

 

不

明
・

無
回

答

358 254 276 10 63 24
45.3 32.2 34.9 1.3 8.0 3.0

30 18 24 0 1 1
56.6 34.0 45.3 0.0 1.9 1.9

38 39 30 1 2 0
49.4 50.6 39.0 1.3 2.6 0.0

23 19 21 3 5 1
39.0 32.2 35.6 5.1 8.5 1.7

11 5 6 0 4 0
47.8 21.7 26.1 0.0 17.4 0.0
102 77 96 3 21 5
44.3 33.5 41.7 1.3 9.1 2.2
147 95 95 3 28 14
44.8 29.0 29.0 0.9 8.5 4.3

7 1 4 0 2 3
35.0 5.0 20.0 0.0 10.0 15.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１5
高齢者の人権について

不明・無回答

不明・無回答

 問１５

全　　　体

職

　
　

　
業

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

全　　　体

職
　

　
　

業

無　　職

国・地方公務員及び私学を含む
教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、
マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）
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問１６ 障がい者の人権について 

 

 

 

 １）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

障がい者の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。 

（該当するすべてに○） 

 

回

答

数

 

人

々

の

障

が

い

者

に

対

す

る

理

解

が

 

十

分

で

な

い

こ

と

 

障

が

い

を

理

由

に

、
意

見

や

行

動

が

 

尊

重

さ

れ

な

い

こ

と

（
結

婚

、
就

職

 

に

際

し

て

の

周

囲

の

反

対

な

ど

）

 

働

け

る

場

所

や

機

会

が

少

な

い

こ

と

（
職

場

の

受

入

体

制

が

不

十

分

な

 

こ

と

）

 

就

職

や

職

場

で

不

利

な

扱

い

を

う

け

 

る

こ

と

 

道

路

の

段

差

や

エ

レ

ベ
ー

タ
ー

の

 

未
設
置
な
ど

、
障
が
い
者
の
利
用
に

 

支

障

が

あ

る

こ

と

（
バ

リ

ア

フ

リ
ー

 

の

ま

ち

づ

く

り

が

進

ん

で

い

な

い

 

こ

と

）

 

ア

パ
ー

ト

な

ど

の

住

居

へ

の

入

居

が

 

困

難

な

こ

と

 

ス

ポ
ー

ツ

・

文

化

活

動

や

地

域

活

動

 

へ

の

参

加

が

容

易

に

で

き

な

い

こ

と

790 424 240 403 233 287 164 97
100.0 53.7 30.4 51.0 29.5 36.3 20.8 12.3

348 191 109 182 119 116 80 48
100.0 54.9 31.3 52.3 34.2 33.3 23.0 13.8

421 223 129 215 111 166 84 47
100.0 53.0 30.6 51.1 26.4 39.4 20.0 11.2

3 2 0 1 1 1 0 0
100.0 66.7 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

18 8 2 5 2 4 0 2
100.0 44.4 11.1 27.8 11.1 22.2 0.0 11.1

 

学

校

の

受

入

体

制

が

不

十

分

 

な

こ

と

 

災

害

な

ど

の

際

、
情

報

や

 

移

動

、
手

段

、
場

所

な

ど

の

 

避

難

体

制

が

十

分

で

な

い

 

こ

と

 

家

族

が

障

が

い

者

の

世

話

を

 

避

け

た

り

、
じ

ゃ
ま

者

扱

い

 

し

、
軽

ん

じ

た

り

無

視

し

た

 

り

虐

待

す

る

こ

と

 

病

院

や

福

祉

施

設

等

に

お

い

 

て

不

当

な

扱

い

や

虐

待

を

受

 

け

る

こ

と

 

そ

の

他

 

わ

か

ら

な

い

 

不

明

・

無

回

答

194 189 180 191 8 102 30
24.6 23.9 22.8 24.2 1.0 12.9 3.8

85 84 73 69 4 49 8
24.4 24.1 21.0 19.8 1.1 14.1 2.3
107 101 107 120 4 51 18
25.4 24.0 25.4 28.5 1.0 12.1 4.3

1 1 0 0 0 0 1
33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

1 3 0 2 0 2 3
5.6 16.7 0.0 11.1 0.0 11.1 16.7

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１６
障がい者の人権について

全　　　体

性

　

　

別

男　性

女　性

その他

不明・無回答

不明・無回答

性

　

　

別

全　　　体

男　性

女　性

その他

  問１６
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53.7 

51.0 

36.3 

30.4 

29.5 

24.6 

24.2 

23.9 

22.8 

20.8 

12.3 

1.0 

12.9 

3.8 

0.0 30.0 60.0

人々の障がい者に対する理解が十分でないこと

就職や職場で不利な扱いをうけること

学校の受入体制が不十分なこと

アパートなどの住居への入居が困難なこと

その他

わからない

不明・無回答

図16-1 障がい者の人権について（全体）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「人々の障がい者に対する理解が十分でないこと」53.7％、「働ける場所や機会が少ないこと（職場の

受け入れ態勢が不十分なこと）」51.0％の 2項目が５０％を超えており、関心の高い問題になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「就職や職場で不利な扱いをうけること」では、男性が 7.8ポイント高く、「病院や福祉施設等において

不当な扱いや虐待を受けること」では、女性が 8.7ポイント高い。 

       働ける場所や機会が少ないこと（職場の受入体制が不十分なこと） 
 
道路の段差やエレベーターの未設置など、障がい者の利用に支障があるこ
と（バリアフリーのまちづくりが進んでいないこと） 
障がいを理由に、意見や行動が尊重されないこと（結婚、就職に際しての周
囲の反対など） 
                                     
 
 

病院や福祉施設等において不当な扱いや虐待を受けること 

 災害などの際、情報や移動、手段、場所などの避難体制が十分でないこと 

 家族が障がい者の世話を避けたり、じゃま者扱いし、軽んじたり無視したり 

 虐待すること 
 

          スポーツ・文化活動や地域活動への参加が容易にできないこと 

54.9 

53.0 

31.3 

30.6 

52.3 

51.1 

34.2 

26.4 

33.3 

39.4 

23.0 

20.0 

13.8 

11.2 

24.4 

25.4 

24.1 

24.0 

21.0 

25.4 

19.8 

28.5 

1.1 

1.0 

14.1 

12.1 

2.3 

4.3 

0% 35% 70%

男 性

女 性

図16-2 障がい者の人権について（性別）

その他

わからない

不明・無回答

66.7 

44.4 

0.0 

11.1 

33.3 

27.8 

33.3 

11.1 

33.3 

22.2 

0.0 

0.0 

0.0 

11.1 

33.3 

5.6 

33.3 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

11.1 

0.0 

0.0 

0.0 

11.1 

33.3 

16.7 

0% 35% 70%

その他

不明・

無回答

人々の障がい者に対する理解が十分でないこと 
 
障がいを理由に、意見や行動が尊重されないこ

と（結婚、就職に際しての周囲の反対など） 
 
働ける場所や機会が少ないこと（職場の受入体

制が不十分なこと） 
 
就職や職場で不利な扱いをうけること 
 
道路の段差やエレベーターの未設置など、障が

い者の利用に支障があること（バリアフリーのま
ちづくりが進んでいないこと） 

アパートなどの住居への入居が困難なこと 
 
スポーツ・文化活動や地域活動への参加が容

易にできないこと 
 
学校の受入体制が不十分なこと 
 

災害などの際、情報や移動、手段、場所などの

避難体制が十分でないこと 
 
家族が障がい者の世話を避けたり、じゃま者扱い

し、軽んじたり無視したり虐待すること 

病院や福祉施設等において不当な扱いや虐待
を受けること 
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 ２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回
答

数

 

人
々

の
障
が

い
者

に
対

す
る

理
解

　

が
十

分
で
な

い
こ

と

 

障
が

い
を
理

由
に

、
意

見
や

行
動

 

が
尊

重
さ
れ

な
い

こ
と

（
結

婚

、

 

就
職

に
際
し

て
の

周
囲

の
反

対

 

な
ど

）

 

働
け

る
場
所

や
機

会
が

少
な

い

 

こ
と

（
職
場

の
受

入
体

制
が

 

不
十

分
な
こ

と

）

 

就
職

や
職
場

で
不

利
な

扱
い

を

 

う
け

る
こ
と

 

道
路

の
段
差

や
エ

レ
ベ
ー

タ
ー

の

 

未
設

置
な
ど

、
障

が
い

者
の

利
用

 

に
支

障
が
あ

る
こ

と

（
バ
リ

ア

 

フ
リ
ー

の
ま

ち
づ

く
り

が
進

ん
で

 

い
な

い
こ
と

）

 

ア
パ
ー

ト
な

ど
の

住
居

へ
の

入
居

 

が
困

難
な
こ

と

 

ス
ポ
ー

ツ
・

文
化

活
動

や
地

域

 

活
動

へ
の
参

加
が

容
易

に
で

き

 

な
い

こ
と

790 424 240 403 233 287 164 97
100.0 53.7 30.4 51.0 29.5 36.3 20.8 12.3

45 24 22 21 17 15 10 8
100.0 53.3 48.9 46.7 37.8 33.3 22.2 17.8

47 26 15 23 16 16 9 6
100.0 55.3 31.9 48.9 34.0 34.0 19.1 12.8

91 51 37 54 33 37 27 12
100.0 56.0 40.7 59.3 36.3 40.7 29.7 13.2

124 76 48 70 44 50 25 15
100.0 61.3 38.7 56.5 35.5 40.3 20.2 12.1

170 110 52 97 50 71 46 26
100.0 64.7 30.6 57.1 29.4 41.8 27.1 15.3

196 90 45 96 47 68 34 21
100.0 45.9 23.0 49.0 24.0 34.7 17.3 10.7

104 40 19 38 24 26 13 8
100.0 38.5 18.3 36.5 23.1 25.0 12.5 7.7

13 7 2 4 2 4 0 1
100.0 53.8 15.4 30.8 15.4 30.8 0.0 7.7

 

学
校

の
受
入

体
制

が
不

十
分

 

な
こ

と

 

災
害

な
ど
の

際

、
情
報

や

 

移
動

、
手
段

、
場

所
な

ど
の

 

避
難

体
制
が

十
分

で
な

い

 

こ
と

 

家
族

が
障
が

い
者

の
世

話
を

 

避
け

た
り

、
じ

ゃ
ま
者

扱
い

 

し

、
軽
ん
じ

た
り

無
視

し
た

 

り
虐

待
す
る

こ
と

 

病
院

や
福
祉

施
設

等
に

お
い

 

て
不

当
な
扱

い
や

虐
待

を
受

 

け
る
こ
と

 

そ
の

他

 

わ
か

ら
な
い

 

不
明

・
無
回

答

194 189 180 191 8 102 30
24.6 23.9 22.8 24.2 1.0 12.9 3.8

11 8 17 12 0 3 1
24.4 17.8 37.8 26.7 0.0 6.7 2.2

11 11 13 14 0 7 0
23.4 23.4 27.7 29.8 0.0 14.9 0.0

32 30 31 35 1 10 0
35.2 33.0 34.1 38.5 1.1 11.0 0.0

34 35 38 42 0 7 0
27.4 28.2 30.6 33.9 0.0 5.6 0.0

63 46 33 35 2 23 6
37.1 27.1 19.4 20.6 1.2 13.5 3.5

30 38 33 30 5 31 10
15.3 19.4 16.8 15.3 2.6 15.8 5.1

12 19 15 21 0 20 11
11.5 18.3 14.4 20.2 0.0 19.2 10.6

1 2 0 2 0 1 2
7.7 15.4 0.0 15.4 0.0 7.7 15.4

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１６
障がい者の人権について

  問１６

全　　　体

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

年

　
　

　
　
齢

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

１８～２９歳

３０～３９歳

年

　

　

　
　

齢

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

４０～４９歳

５０～５９歳
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 多くの年齢層において上位 2項目は、「人々の障害者に対する理解が十分でないこと」、「働ける場所や

機会が少ないこと（職場の受け入れ態勢が不十分なこと）」である。 

 「18～29 歳」では、「障がいを理由に、意見や行動が尊重されないこと（結婚、就職に際しての周囲の反

対など）」が 48.9％で 2 番めになっており、「家族が障がい者の世話を避けたり、じゃま者扱いし、軽んじ

たり無視したり虐待すること」37.8％は、どの年齢層よりも高い。 

 

  

53.3 

55.3 

56.0 

61.3 

48.9 

31.9 

40.7 

38.7 

46.7 

48.9 

59.3 

56.5 

37.8 

34.0 

36.3 

35.5 

33.3 

34.0 

40.7 

40.3 

22.2 

19.1 

29.7 

20.2 

17.8 

12.8 

13.2 

12.1 

24.4 

23.4 

35.2 

27.4 

17.8 

23.4 

33.0 

28.2 

37.8 

27.7 

34.1 

30.6 

26.7 

29.8 

38.5 

33.9 

0.0 

0.0 

1.1 

0.0 

6.7 

14.9 

11.0 

5.6 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 35% 70%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図16-3 障がい者の人権について（年齢層別）

その他

わからない

不明・無回答

64.7 

45.9 

38.5 

53.8 

30.6 

23.0 

18.3 

15.4 

57.1 

49.0 

36.5 

30.8 

29.4 

24.0 

23.1 

15.4 

41.8 

34.7 

25.0 

30.8 

27.1 

17.3 

12.5 

0.0 

15.3 

10.7 

7.7 

7.7 

37.1 

15.3 

11.5 

7.7 

27.1 

19.4 

18.3 

15.4 

19.4 

16.8 

14.4 

0.0 

20.6 

15.3 

20.2 

15.4 

1.2 

2.6 

0.0 

0.0 

13.5 

15.8 

19.2 

7.7 

3.5 

5.1 

10.6 

15.4 

0% 35% 70%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・

無回答

人々の障がい者に対する理解が十分で 

ないこと 
 
障がいを理由に、意見や行動が尊重され 

ないこと（結婚、就職に際しての周囲の 

反対など）  
働ける場所や機会が少ないこと（職場の 
受入体制が不十分なこと） 
 
就職や職場で不利な扱いをうけること 

 
道路の段差やエレベーターの未設置な 
ど、障がい者の利用に支障があること 
（バリアフリーのまちづくりが進んでいな 
いこと） 

アパートなどの住居への入居が困難なこと 

 
スポーツ・文化活動や地域活動への参加 
が容易にできないこと 

 
学校の受入体制が不十分なこと 

 
 
災害などの際、情報や移動、手段、場所 
などの避難体制が十分でないこと 
 
家族が障がい者の世話を避けたり、じゃま
者扱いし、軽んじたり無視したり虐待する 
こと 
病院や福祉施設等において不当な扱い 

や虐待を受けること 
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回
答

数

 

人
々

の
障

が
い
者

に
対

す
る

理
解

が

 

十
分

で
な

い
こ
と

 

障
が

い
を

理
由
に

、
意

見
や

行
動

が

 

尊
重

さ
れ

な
い
こ

と

（
結
婚

、
就

職
に

 

際
し

て
の

周
囲
の

反
対

な
ど

）

 

働
け

る
場

所
や
機

会
が

少
な

い
こ

と

（
職
場

の
受

入
体

制
が

不
十
分

な
こ

 

と

）

 

就
職

や
職

場
で
不

利
な

扱
い

を
う

け
る

 

こ
と

 

道
路

の
段

差
や
エ

レ
ベ
ー

タ
ー

の

未

 

設
置

な
ど

、
障
が

い
者

の
利

用
に

支
障

 

が
あ

る
こ

と

（
バ

リ
ア

フ
リ
ー

の

ま
ち

 

づ
く

り
が

進
ん
で

い
な

い
こ

と

）

 

ア
パ
ー

ト

な
ど
の

住
居

へ
の

入
居

が

 

困
難

な
こ

と

 

ス
ポ
ー

ツ

・
文
化

活
動

や
地

域
活

動
へ

 

の
参

加
が

容
易
に

で
き

な
い

こ
と

790 424 240 403 233 287 164 97
100.0 53.7 30.4 51.0 29.5 36.3 20.8 12.3

53 36 22 35 21 32 17 10
100.0 67.9 41.5 66.0 39.6 60.4 32.1 18.9

77 44 33 47 26 35 25 12
100.0 57.1 42.9 61.0 33.8 45.5 32.5 15.6

59 26 11 22 11 20 14 9
100.0 44.1 18.6 37.3 18.6 33.9 23.7 15.3

23 12 9 8 7 6 2 4
100.0 52.2 39.1 34.8 30.4 26.1 8.7 17.4

230 142 77 123 72 79 50 28
100.0 61.7 33.5 53.5 31.3 34.3 21.7 12.2

328 155 85 162 94 109 56 33
100.0 47.3 25.9 49.4 28.7 33.2 17.1 10.1

20 9 3 6 2 6 0 1
100.0 45.0 15.0 30.0 10.0 30.0 0.0 5.0

 

学
校

の
受
入

体
制

が
不

十
分

 

な
こ

と

 

災
害

な
ど
の

際

、
情
報

や

 

移
動

、
手
段

、
場
所
な
ど
の

 

避
難

体
制
が

十
分

で
な

い
こ

と

 

家
族

が
障
が

い
者

の
世

話
を

避

 

け
た

り

、
じ

ゃ
ま

者
扱

い
し

、

 

軽
ん

じ
た
り

無
視

し
た

り
虐

待

 

す
る

こ
と

 

病
院

や
福
祉

施
設

等
に

お
い

て

 

不
当

な
扱
い

や
虐

待
を

受
け

る

 

こ
と

 

そ
の

他

 

わ
か

ら
な
い

 

不
明

・
無
回

答

194 189 180 191 8 102 30
24.6 23.9 22.8 24.2 1.0 12.9 3.8

23 19 17 16 0 0 0
43.4 35.8 32.1 30.2 0.0 0.0 0.0

33 19 27 28 0 2 0
42.9 24.7 35.1 36.4 0.0 2.6 0.0

12 12 16 13 2 10 2
20.3 20.3 27.1 22.0 3.4 16.9 3.4

4 4 6 2 0 3 1
17.4 17.4 26.1 8.7 0.0 13.0 4.3

61 58 59 62 2 34 2
26.5 25.2 25.7 27.0 0.9 14.8 0.9

59 72 55 68 4 52 21
18.0 22.0 16.8 20.7 1.2 15.9 6.4

2 5 0 2 0 1 4
10.0 25.0 0.0 10.0 0.0 5.0 20.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１６
障がい者の人権について

学   生

全　　　体

国・地方公務員及び私学を含む教
育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、
マスメディア関係の職業

不明・無回答

上記以外の会社員や
団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

不明・無回答

職
　

　
　

業

全　　　体

職

　
　

　
業

国・地方公務員及び私学を含む教

育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

  問１６

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

自営業、農業、漁業
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67.9 

57.1 

44.1 

52.2 

41.5 

42.9 

18.6 

39.1 

66.0 

61.0 

37.3 

34.8 

39.6 

33.8 

18.6 

30.4 

60.4 

45.5 

33.9 

26.1 

32.1 

32.5 

23.7 

8.7 

18.9 

15.6 

15.3 

17.4 

43.4 

42.9 

20.3 

17.4 

35.8 

24.7 

20.3 

17.4 

32.1 

35.1 

27.1 

26.1 

30.2 

36.4 

22.0 

8.7 

0.0 

0.0 

3.4 

0.0 

0.0 

2.6 

16.9 

13.0 

0.0 

0.0 

3.4 

4.3 

0% 35% 70%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図16-4 障がい者の人権について（職業別）

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの職業で上位 2 項目は、「人々の障害に対する理解が十分でないこと」、「働ける場所や機会が少

ないこと（職場の受け入れ態勢が不十分なこと）」を挙げている。 

全体的には、「国・地方公務員及び私学を含む教育・保育関係の職業」、「医療関係、福祉関係、マスメ

ディア関係の職業」に問題意識が高く表れている。 

 

  

61.7 

47.3 

45.0 

33.5 

25.9 

15.0 

53.5 

49.4 

30.0 

31.3 

28.7 

10.0 

34.3 

33.2 

30.0 

21.7 

17.1 

0.0 

12.2 

10.1 

5.0 

26.5 

18.0 

10.0 

25.2 

22.0 

25.0 

25.7 

16.8 

0.0 

27.0 

20.7 

10.0 

0.9 

1.2 

0.0 

14.8 

15.9 

5.0 

0.9 

6.4 

20.0 

0% 35% 70%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・無回答

人々の障がい者に対する理解が十分で 

ないこと 
 
障がいを理由に、意見や行動が尊重され 

ないこと（結婚、就職に際しての周囲の 

反対など）  
働ける場所や機会が少ないこと（職場の 
受入体制が不十分なこと） 
 
就職や職場で不利な扱いをうけること 

 
道路の段差やエレベーターの未設置な 
ど、障がい者の利用に支障があること 
（バリアフリーのまちづくりが進んでいな 
いこと） 

アパートなどの住居への入居が困難なこと 

 
スポーツ・文化活動や地域活動への参加 
が容易にできないこと 
 
学校の受入体制が不十分なこと 
 
 
災害などの際、情報や移動、手段、場所 
などの避難体制が十分でないこと 
 
家族が障がい者の世話を避けたり、じゃま
者扱いし、軽んじたり無視したり虐待する 
こと 
病院や福祉施設等において不当な扱い 

や虐待を受けること 
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35.2 

31.8 

30.8 

24.4 

22.0 

19.4 

16.7 

10.9 

1.4 

31.5 

4.2 

0% 20% 40%

就職や職場で不利な扱いを受けること

アパートなどの住居への入居が困難なこと

年金など社会保障制度で不利な扱いを受けること

結婚問題で周囲から反対を受けること

店舗等への入店や施設利用を拒否されること

その他

わからない

不明・無回答

図17-1 日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権について（全体）

問１７ 日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  性別による特段の差異はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位にあるのは、「就職や職場で不利な扱いを受けること」、「病院や施設等に十分な外国語表記がな

かったり、医療通訳が不十分なため、サービスが受けにくかったりすること」、「特定の民族や国籍の人に

対する差別的言動（ヘイトスピーチ）」で、3割を超えている。また、「わからない」も約 3割ある。 

  

日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権がとくに尊重されていないと思うのは 

どのようなことですか。（該当するすべてに○） 

病院や施設等に十分な外国語表記がなかったり、医療通訳が不十分な 
ため、サービスが受けにくかったりすること 

        特定の民族や国籍の人に対する差別的言動（ヘイトスピーチ） 

 

             習慣等が異なるため地域社会で受け入れられにくいこと 

 

回
答
数

 

就
職
や
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と

 

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
居
へ
の
入
居
が
困
難
な

 

こ
と

 

結
婚
問
題
で
周
囲
か
ら
反
対
を
受
け
る
こ
と

 

店
舗
等
へ
の
入
店
や
施
設
利
用
を
拒
否
さ
れ

 

る
こ
と

 

習
慣
等
が
異
な
る
た
め
地
域
社
会
で
受
け
入

 

れ
ら
れ
に
く
い
こ
と

 

病
院
や
施
設
等
に
十
分
な
外
国
語
表
記
が
な

 

か

っ
た
り

、
医
療
通
訳
が
不
十
分
な
た
め

、

 

サ
ー

ビ
ス
が
受
け
に
く
か

っ
た
り
す
る
こ
と

 

年
金
な
ど
社
会
保
障
制
度
で
不
利
な
扱
い
を

 

受
け
る
こ
と

 

特
定
の
民
族
や
国
籍
の
人
に
対
す
る
差
別
的

 

言
動

（
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ

）

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 278 193 132 86 174 251 153 243 11 249 33
100.0 35.2 24.4 16.7 10.9 22.0 31.8 19.4 30.8 1.4 31.5 4.2

348 120 88 56 36 89 109 65 111 7 116 9
100.0 34.5 25.3 16.1 10.3 25.6 31.3 18.7 31.9 2.0 33.3 2.6

421 154 103 74 50 80 140 85 130 4 127 19
100.0 36.6 24.5 17.6 11.9 19.0 33.3 20.2 30.9 1.0 30.2 4.5

3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3

18 3 1 1 0 4 1 2 1 0 6 4
100.0 16.7 5.6 5.6 0.0 22.2 5.6 11.1 5.6 0.0 33.3 22.2

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１7
日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権について

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

就

職

や

職

場

で

不

利

な

 

扱

い

を

受

け

る

こ

と

 

ア

パ
ー

ト

な

ど

の

住

居

 

へ

の

入

居

が

困

難

な

こ

 

と

 

結

婚

問

題

で

周

囲

か

ら

　

反

対

を

受

け

る

こ

と

 

店

舗

等

へ

の

入

店

や

　

施

設

利

用

を

拒

否

さ

れ

 

る

こ

と

 

習

慣

等

が

異

な

る

た

め

 

地

域

社

会

で

受

け

入

れ

 

ら

れ

に

く

い

こ

と

790 278 193 132 86 174
100.0 35.2 24.4 16.7 10.9 22.0

45 17 15 12 10 11
100.0 37.8 33.3 26.7 22.2 24.4

47 19 10 5 10 9
100.0 40.4 21.3 10.6 21.3 19.1

91 38 27 22 21 21
100.0 41.8 29.7 24.2 23.1 23.1

124 58 47 34 15 31
100.0 46.8 37.9 27.4 12.1 25.0

170 64 44 27 19 46
100.0 37.6 25.9 15.9 11.2 27.1

196 55 37 25 10 43
100.0 28.1 18.9 12.8 5.1 21.9

104 24 12 7 1 11
100.0 23.1 11.5 6.7 1.0 10.6

13 3 1 0 0 2
100.0 23.1 7.7 0.0 0.0 15.4

 

病

院

や

施

設

等

に

十

分

 

な

外

国

語

表

記

が

な

か

 

っ
た

り

、
医

療

通

訳

が

 

不

十

分

な

た

め

、
サ
ー

 

ビ

ス

が

受

け

に

く

か

っ

 

た

り

す

る

こ

と

 

年

金

な

ど

社

会

保

障

制

 

度

で

不

利

な

扱

い

を

受

 

け

る

こ

と

 

特

定

の

民

族

や

国

籍

の

　

人

に

対

す

る

差

別

的

 

言

動

（
ヘ

イ

ト

ス

ピ
ー

チ

）

 

そ

の

他

 

わ

か

ら

な

い

 

不

明

・

無

回

答

251 153 243 11 249 33
31.8 19.4 30.8 1.4 31.5 4.2

13 8 19 0 11 2
28.9 17.8 42.2 0.0 24.4 4.4

14 11 17 0 13 0
29.8 23.4 36.2 0.0 27.7 0.0

32 23 35 2 22 0
35.2 25.3 38.5 2.2 24.2 0.0

47 31 52 2 21 1
37.9 25.0 41.9 1.6 16.9 0.8

72 40 60 4 45 8
42.4 23.5 35.3 2.4 26.5 4.7

51 27 48 1 79 13
26.0 13.8 24.5 0.5 40.3 6.6

21 11 11 2 54 6
20.2 10.6 10.6 1.9 51.9 5.8

1 2 1 0 4 3
7.7 15.4 7.7 0.0 30.8 23.1

上段：実数（人）　下段：比率（％）

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

８０歳以上

不明・無回答

  問１7

全　　　体

年

　

　

　

　

齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

全　　　体

年

　

　

　

　

齢
７０～７９歳

  問１7
日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権について

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳
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 18 歳から６9 歳では、「特定の民族や国籍の人に対する差別的言動（ヘイトスピーチ）」へ関心が高く、

高齢者では、「分からない」とする回答が高くなっている。また、どの年齢層においても、「就職や職場で不

利な扱いを受けること」、「病院や施設等に十分な外国語表記がなかったり、医療通訳が不十分なため、

サービスが受けにくかったりすること」が上位にきている。 

 

  

病院や施設等に十分な外国語表記がな
かったり、医療通訳が 不十分なため、サ

ービスが受けにくかったりすること 

37.8 

40.4 

41.8 

46.8 

33.3 

21.3 

29.7 

37.9 

26.7 

10.6 

24.2 

27.4 

22.2 

21.3 

23.1 

12.1 

24.4 

19.1 

23.1 

25.0 

28.9 

29.8 

35.2 

37.9 

17.8 

23.4 

25.3 

25.0 

42.2 

36.2 

38.5 

41.9 

0.0 

0.0 

2.2 

1.6 

24.4 

27.7 

24.2 

16.9 

4.4 

0.0 

0.0 

0.8 

0% 30% 60%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図17-3 日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権について（年齢層別）

その他

わからない

不明・無回答

37.6 

28.1 

23.1 

23.1 

25.9 

18.9 

11.5 

7.7 

15.9 

12.8 

6.7 

0.0 

11.2 

5.1 

1.0 

0.0 

27.1 

21.9 

10.6 

15.4 

42.4 

26.0 

20.2 

7.7 

23.5 

13.8 

10.6 

15.4 

35.3 

24.5 

10.6 

7.7 

2.4 

0.5 

1.9 

0.0 

26.5 

40.3 

51.9 

30.8 

4.7 

6.6 

5.8 

23.1 

0% 30% 60%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

就職や職場で不利な扱いを受ける
こと  
 
 
アパートなどの住居への入居が困
難なこと 

 
結婚問題で周囲から反対を受ける
こと 

 
店舗等への入店や施設利用を拒否
されること 
 
 
習慣等が異なるため地域社会で受
け入れられにくいこと 
 
病院や施設等に十分な外国語表記
がなかったり、医療通訳が不十分な
ため、サービスが受けにくかったり
すること 
 
年金など社会保障制度で不利な扱
いを受けること 

 
特定の民族や国籍の人に対する差
別的言動（ヘイトスピーチ） 
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回
答

数

 

就
職

や
職

場
で

不
利

な

 

扱
い

を
受

け
る

こ
と

 

ア
パ
ー

ト

な
ど

の
住

居

 

へ
の

入
居

が
困

難
な

こ

 

と

 

結
婚

問
題

で
周

囲
か

ら

　

反
対

を
受

け
る

こ
と

 

店
舗

等
へ

の
入

店
や

　

施
設

利
用

を
拒

否
さ

れ

 

る
こ

と

 

習
慣

等
が

異
な

る
た

め

 

地
域

社
会

で
受

け
入

れ

 

ら
れ

に
く

い
こ

と

790 278 193 132 86 174
100.0 35.2 24.4 16.7 10.9 22.0

53 26 25 21 11 21
100.0 49.1 47.2 39.6 20.8 39.6

77 40 23 10 15 21
100.0 51.9 29.9 13.0 19.5 27.3

59 19 12 6 5 10
100.0 32.2 20.3 10.2 8.5 16.9

23 6 5 4 3 4
100.0 26.1 21.7 17.4 13.0 17.4

230 80 60 46 31 54
100.0 34.8 26.1 20.0 13.5 23.5

328 103 66 45 21 61
100.0 31.4 20.1 13.7 6.4 18.6

20 4 2 0 0 3
100.0 20.0 10.0 0.0 0.0 15.0

 

病
院

や
施

設
等

に
十

分
な

 

外
国

語
表

記
が

な
か

っ
た

り

、

 

医
療

通
訳

が
不

十
分

な
た

め

、

 

サ
ー

ビ
ス

が
受

け
に

く
か

っ

 

た
り

す
る

こ
と

 

年
金

な
ど

社
会

保
障

制
度

で

 

不
利

な
扱

い
を

受
け

る
こ

と

 

特
定

の
民

族
や

国
籍

の
人

に

　

対
す

る
差

別
的

言
動

（
ヘ
イ

ト
ス

ピ
ー

チ

）

 

そ
の

他

 

わ
か

ら
な

い

 

不
明

・
無

回
答

251 153 243 11 249 33
31.8 19.4 30.8 1.4 31.5 4.2

34 21 34 0 1 0
64.2 39.6 64.2 0.0 1.9 0.0

29 23 31 0 12 0
37.7 29.9 40.3 0.0 15.6 0.0

21 9 15 0 23 1
35.6 15.3 25.4 0.0 39.0 1.7

5 2 9 0 8 2
21.7 8.7 39.1 0.0 34.8 8.7

73 44 75 7 68 6
31.7 19.1 32.6 3.0 29.6 2.6

86 50 77 4 133 19
26.2 15.2 23.5 1.2 40.5 5.8

3 4 2 0 4 5
15.0 20.0 10.0 0.0 20.0 25.0

日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権について
  問１7

上段：実数（人）　下段：比率（％）

不明・無回答

 問１７

全　　　体

職

　

　
　

業

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

不明・無回答

全　　　体

職

　
　

　
業

無　　職

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）
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49.1 

51.9 

32.2 

26.1 

47.2 

29.9 

20.3 

21.7 

39.6 

13.0 

10.2 

17.4 

20.8 

19.5 

8.5 

13.0 

39.6 

27.3 

16.9 

17.4 

64.2 

37.7 

35.6 

21.7 

39.6 

29.9 

15.3 

8.7 

64.2 

40.3 

25.4 

39.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

15.6 

39.0 

34.8 

0.0 

0.0 

1.7 

8.7 

0% 35% 70%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図17-4 日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権について（職業別）

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「国・地方公務員及び私学を含む教育・保育関係の職業」では、「病院や施設等に十分な外国語表記が

なかったり、医療通訳が不十分なため、サービスが受けにくいこと」・「特定の民族や国籍の人に対する差

別的言動（ヘイトスピーチ）」がともに 64.2％で最も高い。 

 「医療関係、福祉関係、マスメディア関係の職業」では、「就職や職場で不利な扱いを受けること」

51.9％が最も高い。 

 「わからない」とした回答が、「自営業、農業、漁業」39.0％、「学生」34.8％、「無職」40.5％とあり、高

い割合になっている。 

 

  

34.8 

31.4 

20.0 

26.1 

20.1 

10.0 

20.0 

13.7 

0.0 

13.5 

6.4 

0.0 

23.5 

18.6 

15.0 

31.7 

26.2 

15.0 

19.1 

15.2 

20.0 

32.6 

23.5 

10.0 

3.0 

1.2 

0.0 

29.6 

40.5 

20.0 

2.6 

5.8 

25.0 

0% 35% 70%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・無回答

就職や職場で不利な扱いを受け
ること  
 
 
アパートなどの住居への入居が
困難なこと 

 
結婚問題で周囲から反対を受け
ること 

 
店舗等への入店や施設利用を拒
否されること 
 
 
習慣等が異なるため地域社会で
受け入れられにくいこと 
 
病院や施設等に十分な外国語表
記がなかったり、医療通訳が不十
分なため、サービスが受けにくか
ったりすること 
 
年金など社会保障制度で不利な
扱いを受けること 

 
特定の民族や国籍の人に対する
差別的言動（ヘイトスピーチ） 
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問１８  インターネットに関する人権事項について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別による特段の差異はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答の上位に来ている項目を大きく分けると、次の三つに分類される。最も高いのは「誹謗・中傷

の書き込み、その削除に関する問題」、次いで「差別表現と個人情報の流出に関する問題」、「悪質商法や

性犯罪に関わる問題」になっている。  

インターネットに関することで、人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなこ

とですか。（該当するすべてに○） 

71.0 

50.8 

45.6 

44.8 

38.6 

32.3 

32.2 

29.0 

20.8 

17.3 

1.8 

13.7 

3.0 

0.0 40.0 80.0

他人を誹謗・中傷する表現を掲載されること

ＳＮＳ等で悪質・不快な書き込みをされること

個人情報の流出などの問題が多く発生していること

差別を助長する表現や内容を掲載していること

悪質商法の取引の場となっていること

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること

わいせつな画像や残虐な画像を掲載していること

同和地区の地名や動画などを掲載していること

その他

わからない

不明・無回答

図18-1 インターネットに関する人権事項について（全体）

誹謗・中傷や差別表現などがすぐに削除できない、またはされないこと 

 

 

 

 

 

 

捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真を掲載していること 

 

回
答
数

 

他
人
を
誹
謗
・
中
傷
す
る
表
現
を
掲
載
さ

 

れ
る
こ
と

 

差
別
を
助
長
す
る
表
現
や
内
容
を
掲
載
し

 

て
い
る
こ
と

 

同
和
地
区
の
地
名
や
動
画
な
ど
を
掲
載
し

 

て
い
る
こ
と

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
悪
質
・
不
快
な
書
き
込
み
を

 

さ
れ
る
こ
と

 

出
会
い
系
サ
イ
ト
な
ど
犯
罪
を
誘
発
す
る

 

場
と
な

っ
て
い
る
こ
と

 

捜
査
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
未
成
年
者
の

 

実
名
や
顔
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と

 

わ
い
せ
つ
な
画
像
や
残
虐
な
画
像
を
掲
載

 

し
て
い
る
こ
と

 

個
人
情
報
の
流
出
な
ど
の
問
題
が
多
く

 

発
生
し
て
い
る
こ
と

 

悪
質
商
法
の
取
引
の
場
と
な

っ
て
い
る

 

こ
と

 

誹
謗
・
中
傷
や
差
別
表
現
な
ど
が
す
ぐ
に

 

削
除
で
き
な
い

、
ま
た
は
さ
れ
な
い
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 561 305 164 401 254 137 229 354 255 360 14 108 24
100.0 71.0 38.6 20.8 50.8 32.2 17.3 29.0 44.8 32.3 45.6 1.8 13.7 3.0

348 244 134 73 176 100 47 78 146 121 158 8 46 5
100.0 70.1 38.5 21.0 50.6 28.7 13.5 22.4 42.0 34.8 45.4 2.3 13.2 1.4

421 307 166 90 219 150 90 150 204 133 195 5 58 14
100.0 72.9 39.4 21.4 52.0 35.6 21.4 35.6 48.5 31.6 46.3 1.2 13.8 3.3

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
100.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3

18 9 4 0 5 3 0 0 3 0 6 0 4 4
100.0 50.0 22.2 0.0 27.8 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 33.3 0.0 22.2 22.2

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１8
インターネットに関する人権事項について

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・
無回答
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

他

人

を

誹

謗

・

中

傷

 

す

る

表

現

を

掲

載

さ

 

れ

る

こ

と

 

差

別

を

助

長

す

る

 

表

現

や

内

容

を

掲

載

 

し

て

い

る

こ

と

 

同

和

地

区

の

地

名

や

 

動

画

な

ど

を

掲

載

し

 

て

い

る

こ

と

 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

で

悪

質

・

 

不

快

な

書

き

込

み

を

 

さ

れ

る

こ

と

 

出

会

い

系

サ

イ

ト

な

 

ど

犯

罪

を

誘

発

す

る

 

場

と

な

っ
て

い

る

こ

 

と

 

捜

査

の

対

象

と

な

っ

 

て

い

る

未

成

年

者

の

 

実

名

や

顔

写

真

を

 

掲

載

し

て

い

る

こ

と

790 561 305 164 401 254 137
100.0 71.0 38.6 20.8 50.8 32.2 17.3

45 34 22 7 28 11 8
100.0 75.6 48.9 15.6 62.2 24.4 17.8

47 38 24 7 32 13 9
100.0 80.9 51.1 14.9 68.1 27.7 19.1

91 71 41 23 57 27 22
100.0 78.0 45.1 25.3 62.6 29.7 24.2

124 111 62 39 82 53 34
100.0 89.5 50.0 31.5 66.1 42.7 27.4

170 133 82 45 99 57 33
100.0 78.2 48.2 26.5 58.2 33.5 19.4

196 115 50 30 73 63 21
100.0 58.7 25.5 15.3 37.2 32.1 10.7

104 52 22 13 27 28 10
100.0 50.0 21.2 12.5 26.0 26.9 9.6

13 7 2 0 3 2 0
100.0 53.8 15.4 0.0 23.1 15.4 0.0

 

わ

い

せ

つ

な

画

像

や

 

残

虐

な

画

像

を

掲

載

 

し

て

い

る

こ

と

 

個

人

情

報

の

流

出

な

ど

 

の

問

題

が

多

く

発

生

 

し

て

い

る

こ

と

 

悪

質

商

法

の

取

引

の

場

 

と

な

っ
て

い

る

こ

と

 

誹

謗

・

中

傷

や

差

別

 

表

現

な

ど

が

す

ぐ

に

 

削

除

で

き

な

い

、
ま

た

 

は

さ

れ

な

い

こ

と

 

そ

の

他

 

わ

か

ら

な

い

 

不

明

・

無

回

答

229 354 255 360 14 108 24
29.0 44.8 32.3 45.6 1.8 13.7 3.0

13 25 12 21 0 2 1
28.9 55.6 26.7 46.7 0.0 4.4 2.2

12 23 19 29 1 3 0
25.5 48.9 40.4 61.7 2.1 6.4 0.0

37 57 33 52 1 9 0
40.7 62.6 36.3 57.1 1.1 9.9 0.0

51 67 51 76 1 6 0
41.1 54.0 41.1 61.3 0.8 4.8 0.0

51 93 62 93 3 13 5
30.0 54.7 36.5 54.7 1.8 7.6 2.9

45 67 50 63 4 42 9
23.0 34.2 25.5 32.1 2.0 21.4 4.6

20 20 28 22 4 31 6
19.2 19.2 26.9 21.2 3.8 29.8 5.8

0 2 0 4 0 2 3
0.0 15.4 0.0 30.8 0.0 15.4 23.1

７０～７９歳

全　　　体

年

　

　

　

　

齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１8
インターネットに関する人権事項について

不明・無回答

８０歳以上

８０歳以上

不明・無回答

 問１８

全　　　体

年

　

　

　

　

齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳
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75.6 

80.9 

78.0 

89.5 

48.9 

51.1 

45.1 

50.0 

15.6 

14.9 

25.3 

31.5 

62.2 

68.1 

62.6 

66.1 

24.4 

27.7 

29.7 

42.7 

17.8 

19.1 

24.2 

27.4 

28.9 

25.5 

40.7 

41.1 

55.6 

48.9 

62.6 

54.0 

26.7 

40.4 

36.3 

41.1 

46.7 

61.7 

57.1 

61.3 

0.0 

2.1 

1.1 

0.8 

2.0 

6.4 

9.9 

4.8 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図18-3 インターネットに関する人権事項について（年齢層別） 他人を誹謗・中傷する表現を

掲載されること

差別を助長する表現や内容を

掲載していること

同和地区の地名や動画などを

掲載していること

ＳＮＳ等で悪質・不快な書き込

みをされること

出会い系サイトなど犯罪を誘

発する場となっていること

わいせつな画像や残虐な画像

を掲載していること

個人情報の流出などの問題が

多く発生していること

悪質商法の取引の場となって

いること

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どの年齢層でも、「他人を誹謗・中傷する表現を掲載されること」が最も大きい項目となってい

る。次に、「SNS 等で悪質・不快な書き込みをされること」、「個人情報の流出などの問題が多く発生して

いること」、「誹謗・中傷や差別表現などが削除できない、またはされないこと」が、比較的高い数値となっ

ている。 

 

  

78.2 

58.7 

50.0 

53.8 

48.2 

25.5 

21.2 

15.4 

26.5 

15.3 

12.5 

0.0 

58.2 

37.2 

26.0 

23.1 

33.5 

32.1 

26.9 

15.4 

19.4 

10.7 

9.6 

0.0 

30.0 

23.0 

19.2 

0.0 

54.7 

34.2 

19.2 

15.4 

36.5 

25.5 

26.9 

0.0 

54.7 

32.1 

21.2 

30.8 

1.8 

2.0 

3.8 

0.0 

7.6 

21.4 

29.8 

15.4 

2.9 

4.6 

5.8 

23.1 

0% 50% 100%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・

無回答

捜査の対象となっている未成
年者の実名や顔写真を掲載し
ていること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
誹謗・中傷や差別表現などが
すぐに削除できない、またはさ
れないこと 
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答
数

 

他

人
を

誹
謗

・
中

傷

 

す

る
表

現
を

掲
載

さ

 

れ

る
こ

と

 

差

別
を

助
長

す
る

 

表

現
や

内
容

を
掲

載

 

し

て
い

る
こ

と

 

同

和
地

区
の

地
名

や

 

動

画
な

ど
を

掲
載

し

 

て

い
る

こ
と

 

Ｓ

Ｎ
Ｓ

等
で

悪
質

・

 

不

快
な

書
き

込
み

を

 

さ

れ
る

こ
と

 

出

会
い

系
サ

イ
ト

な

 

ど

犯
罪

を
誘

発
す

る

 

場

と
な

っ
て

い
る

こ

 

と
 

捜

査
の

対
象

と
な

っ

 

て

い
る

未
成

年
者

の

 

実

名
や

顔
写

真
を

 

掲
載
し
て
い
る
こ
と

790 561 305 164 401 254 137
100.0 71.0 38.6 20.8 50.8 32.2 17.3

53 50 31 27 36 21 19
100.0 94.3 58.5 50.9 67.9 39.6 35.8

77 67 39 17 50 24 21
100.0 87.0 50.6 22.1 64.9 31.2 27.3

59 43 22 15 31 19 15
100.0 72.9 37.3 25.4 52.5 32.2 25.4

23 16 8 1 12 2 1
100.0 69.6 34.8 4.3 52.2 8.7 4.3

230 182 101 52 143 76 34
100.0 79.1 43.9 22.6 62.2 33.0 14.8

328 193 99 52 125 108 47
100.0 58.8 30.2 15.9 38.1 32.9 14.3

20 10 5 0 4 4 0
100.0 50.0 25.0 0.0 20.0 20.0 0.0

 

わ

い
せ

つ
な

画
像

や

 

残
虐
な
画
像
を
掲
載

 

し

て
い

る
こ

と

 

個

人
情

報
の

流
出

な
ど

 

の
問
題
が
多
く
発
生

 

し

て
い

る
こ

と

 

悪

質
商

法
の

取
引

の
場

 

と

な

っ
て
い

る
こ

と

 

誹

謗
・

中
傷

や
差

別

 

表

現
な

ど
が

す
ぐ

に

 

削

除
で

き
な

い

、
ま
た

 

は

さ
れ

な
い

こ
と

 

そ

の
他

 

わ

か
ら

な
い

 

不

明
・

無
回

答

229 354 255 360 14 108 24
29.0 44.8 32.3 45.6 1.8 13.7 3.0

23 35 20 31 0 2 0
43.4 66.0 37.7 58.5 0.0 3.8 0.0

32 42 26 47 0 5 0
41.6 54.5 33.8 61.0 0.0 6.5 0.0

17 33 19 24 1 5 1
28.8 55.9 32.2 40.7 1.7 8.5 1.7

2 10 6 9 0 2 1
8.7 43.5 26.1 39.1 0.0 8.7 4.3
70 120 83 123 5 19 2

30.4 52.2 36.1 53.5 2.2 8.3 0.9
84 111 99 121 8 73 14

25.6 33.8 30.2 36.9 2.4 22.3 4.3
1 3 2 5 0 2 6

5.0 15.0 10.0 25.0 0.0 10.0 30.0

職

　

　
　

業

無　　職

国・地方公務員及び私学を含む教
育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

  問１8
インターネットに関する人権事項について

上段：実数（人）　下段：比率（％）

不明・無回答

不明・無回答

 問１８

全　　　体

職
　

　
　

業

国・地方公務員及び私学を含む教

育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や
団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

全　　　体
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94.3 

87.0 

72.9 

69.6 

58.5 

50.6 

37.3 

34.8 

50.9 

22.1 

25.4 

4.3 

67.9 

64.9 

52.5 

52.2 

39.6 

31.2 

32.2 

8.7 

35.8 

27.3 

25.4 

4.3 

43.4 

41.6 

28.8 

8.7 

66.0 

54.5 

55.9 

43.5 

37.7 

33.8 

32.2 

26.1 

58.5 

61.0 

40.7 

39.1 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

3.8 

6.5 

8.5 

8.7 

0.0 

0.0 

1.7 

4.3 

0% 50% 100%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図18-4 インターネットに関する人権事項について（職業別）
他人を誹謗・中傷する表現を

掲載されること

差別を助長する表現や内容

を掲載していること

同和地区の地名や動画など

を掲載していること

ＳＮＳ等で悪質・不快な書き

込みをされること

出会い系サイトなど犯罪を誘

発する場となっていること

わいせつな画像や残虐な画

像を掲載していること

個人情報の流出などの問題

が多く発生していること

悪質商法の取引の場となっ

ていること

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの職業においても、「他人を誹謗・中傷する表現を掲載されること」が最も高い数値になっている。次

いで「SNS 等で悪質・不快な書き込みをされること」、「個人情報の流出などの問題が多く発生しているこ

と」、「誹謗・中傷や差別表現などが削除できない、またはされないこと」が、比較的高くなっている。 

 

  

79.1 

58.8 

50.0 

43.9 

30.2 

25.0 

22.6 

15.9 

0.0 

62.2 

38.1 

20.0 

33.0 

32.9 

20.0 

14.8 

14.3 

0.0 

30.4 

25.6 

5.0 

52.2 

33.8 

15.0 

36.1 

30.2 

10.0 

53.5 

36.9 

25.0 

2.2 

2.4 

0.0 

8.3 

22.3 

10.0 

0.9 

4.3 

30.0 

0% 50% 100%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・

無回答

捜査の対象となっている未成
年者の実名や顔写真を掲載し
ていること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
誹謗・中傷や差別表現などが
すぐに削除できない、またはさ
れないこと 
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問１９ インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要なこと 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インターネットを使った人権侵害を防ぐためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

（該当するすべてに○） 

 

回
答
数

 

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
の
プ
ロ
バ
イ

 

ダ
ー

や
情
報
管
理
者
が

、
当
該

 

情
報
等
の
停
止
・
削
除
を
自
主
的

 

に
行
う

 

不
適
切
な
情
報
発
信
者
に
対
す
る

 

監
視
・
取
締
り
を
強
化
し

、
プ
ロ

 

バ
イ
ダ
ー

や
掲
示
板
等
の
管
理
者

 

に
対
し
て

、
情
報
の
停
止

、
削
除

 

を
求
め
る

 

家
庭
に
お
い
て

、
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ

 

ト
を
利
用
す
る
際
の
ル
ー

ル
に

 

つ
い
て
話
し
合
う

 

有
害
な
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
を
閲
覧
す

 

る
こ
と
を
防
止
す
る
ソ
フ
ト
ま
た

 

は
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る

 

情
報
の
収
集
・
発
信
に
お
け
る

 

個
人
の
責
任
や
情
報
モ
ラ
ル
に
関

 

し
て

、
市
民
の
意
識
の
高
揚
に
努

 

め
る

 

学
校
教
育
の
中
で

、
情
報
モ
ラ
ル

 

に
つ
い
て
の
教
育
を
充
実
す
る

790 374 481 188 190 163 355
100.0 47.3 60.9 23.8 24.1 20.6 44.9

348 173 216 63 83 71 158
100.0 49.7 62.1 18.1 23.9 20.4 45.4

421 198 260 124 105 89 192
100.0 47.0 61.8 29.5 24.9 21.1 45.6

3 0 1 1 1 1 2
100.0 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 66.7

18 3 4 0 1 2 3
100.0 16.7 22.2 0.0 5.6 11.1 16.7

 

被
害
を
受
け
た
人
の
た
め

 

の
相
談
・
救
済
体
制
を

 

充
実
す
る

 

実
名
登
録
を
義
務
づ
け
る

 

な
ど

、
情
報
の
発
信
者
に

 

対
す
る
制
限
を
設
け
る

 

加
害
者
に
対
す
る
罰
則

 

規
定
を
設
け
る
な
ど

、

 

法
令
等
に
よ
り
規
制
す
る

 

そ
の
他

 

と
く
に
な
い

 

不
明
・
無
回
答

279 337 422 16 81 34
35.3 42.7 53.4 2.0 10.3 4.3
109 167 195 10 40 8
31.3 48.0 56.0 2.9 11.5 2.3
167 165 220 5 40 21
39.7 39.2 52.3 1.2 9.5 5.0

1 1 2 0 0 1
33.3 33.3 66.7 0.0 0.0 33.3

2 4 5 1 1 4
11.1 22.2 27.8 5.6 5.6 22.2

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１9
インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要なこと

  問１9

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答
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60.9 

53.4 

47.3 

44.9 

42.7 

35.3 

24.1 

23.8 

20.6 

2.0 

10.3 

4.3 

0% 40% 80%

被害を受けた人のための相談・救済体制を充実する

その他

とくにない

不明・無回答

図19-1 インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要なこと（全体）

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「情報発信者に対する監視・取り締まり、管理者に情報の停止、削除を求める」、「加害者に対する罰則、

法令等により規制」が、50％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける」で男性が 8.8 ポイント高く、「家庭

において、インターネットを利用する際のルールについて話し合う」で、女性が 11.4ポイント高い。  

    不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化し、プロバイダーや 
    掲示板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求める 

         加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する 

     インターネットのプロバイダーや情報管理者が、当該情報等の停止 
       ・削除を自主的に行う 

学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する 

      実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける 
   
 
 

    
   有害なホームページを閲覧することを防止するソフトまたはサービスを 
    利用する 
   家庭において、インターネットを利用する際のルールについて話し合う 

    情報の収集・発信における個人の責任や情報モラルに関して、市民 
     の意識の高揚に努める 

49.7 

47.0 

0.0 

16.7 

62.1 

61.8 

33.3 

22.2 

18.1 

29.5 

33.3 

0.0 

23.9 

24.9 

33.3 

5.6 

20.4 

21.1 

33.3 

11.1 

45.4 

45.6 

66.7 

16.7 

31.3 

39.7 

33.3 

11.1 

48.0 

39.2 

33.3 

22.2 

56.0 

52.3 

66.7 

27.8 

2.9 

1.2 

0.0 

5.6 

11.5 

9.5 

0.0 

5.6 

2.3 

5.0 

33.3 

22.2 

0% 35% 70%

男 性

女 性

その他

不明・

無回答

図19-2 インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要なこと（性別）

インターネットのプロバイダーや情報管理者が、当

該情報等の停止・削除を自主的に行う

家庭において、インターネットを利用する際のルー

ルについて話し合う

有害なホームページを閲覧することを防止するソ

フトまたはサービスを利用する

情報の収集・発信における個人の責任や情報モラ

ルに関して、市民の意識の高揚に努める

学校教育の中で、情報モラルについての教育を充

実する

被害を受けた人のための相談・救済体制を充実す

る

実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対す

る制限を設ける

加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等に

より規制する とくにない 不明・無回答 

不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強
化し、プロバイダーや掲示板等の管理者に対し
て、情報の停止、削除を求める 

その他 
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

の

プ

ロ

バ

イ

 

ダ
ー

や

情

報

管

理

者

が

、
当

該

 

情

報

等

の

停

止

・

削

除

を

自

主

的

 

に

行

う

 

不
適
切
な
情
報
発
信
者
に
対
す
る

 

監

視

・

取

締

り

を

強

化

し

、
プ

ロ

 

バ

イ

ダ
ー

や

掲

示

板

等

の

管

理

者

 

に

対

し

て

、
情

報

の

停

止

、
削

除

 

を

求

め

る

 

家

庭

に

お

い

て

、
イ

ン

タ
ー

ネ

ッ

 

ト

を

利

用

す

る

際

の

ル
ー

ル

に

 

つ

い

て

話

し

合

う

 

有

害

な

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

を

閲

覧

す

 

る

こ

と

を

防

止

す

る

ソ

フ

ト

ま

た

 

は

サ
ー

ビ

ス

を

利

用

す

る

 

情

報

の

収

集

・

発

信

に

お

け

る

 

個

人

の

責

任

や

情

報

モ

ラ

ル

に

関

 

し

て

、
市

民

の

意

識

の

高

揚

に

努

 

め

る

 

学

校

教

育

の

中

で

、
情

報

モ

ラ

ル

 

に

つ

い

て

の

教

育

を

充

実

す

る

790 374 481 188 190 163 355
100.0 47.3 60.9 23.8 24.1 20.6 44.9

45 19 26 12 15 14 26
100.0 42.2 57.8 26.7 33.3 31.1 57.8

47 25 28 18 16 12 26
100.0 53.2 59.6 38.3 34.0 25.5 55.3

91 41 57 35 26 25 48
100.0 45.1 62.6 38.5 28.6 27.5 52.7

124 79 94 37 43 31 60
100.0 63.7 75.8 29.8 34.7 25.0 48.4

170 96 124 43 41 38 93
100.0 56.5 72.9 25.3 24.1 22.4 54.7

196 81 114 32 39 33 71
100.0 41.3 58.2 16.3 19.9 16.8 36.2

104 30 35 11 9 9 29
100.0 28.8 33.7 10.6 8.7 8.7 27.9

13 3 3 0 1 1 2
100.0 23.1 23.1 0.0 7.7 7.7 15.4

 

被

害

を

受

け

た

人

の

た

め

 

の

相

談

・

救

済

体

制

を

 

充

実

す

る

 

実

名

登

録

を

義

務

づ

け

る

 

な

ど

、
情

報

の

発

信

者

に

 

対

す

る

制

限

を

設

け

る

 

加

害

者

に

対

す

る

罰

則

 

規

定

を

設

け

る

な

ど

、

 

法

令

等

に

よ

り

規

制

す

る

 

そ

の

他

 

と

く

に

な

い

 

不

明

・

無

回

答

279 337 422 16 81 34
35.3 42.7 53.4 2.0 10.3 4.3

16 7 25 0 1 1
35.6 15.6 55.6 0.0 2.2 2.2

18 20 27 1 4 0
38.3 42.6 57.4 2.1 8.5 0.0

34 50 58 2 8 0
37.4 54.9 63.7 2.2 8.8 0.0

58 72 79 3 1 1
46.8 58.1 63.7 2.4 0.8 0.8

66 89 107 2 8 5
38.8 52.4 62.9 1.2 4.7 2.9

61 79 90 2 29 11
31.1 40.3 45.9 1.0 14.8 5.6

24 18 33 5 30 13
23.1 17.3 31.7 4.8 28.8 12.5

2 2 3 1 0 3
15.4 15.4 23.1 7.7 0.0 23.1

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１9
インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要なこと

４０～４９歳

５０～５９歳

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

年

　
　

　

　

齢

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

年

　

　

　

　

齢

６０～６９歳

  問１9

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳
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42.2 

53.2 

45.1 

63.7 

57.8 

59.6 

62.6 

75.8 

26.7 

38.3 

38.5 

29.8 

33.3 

34.0 

28.6 

34.7 

31.1 

25.5 

27.5 

25.0 

57.8 

55.3 

52.7 

48.4 

35.6 

38.3 

37.4 

46.8 

15.6 

42.6 

54.9 

58.1 

55.6 

57.4 

63.7 

63.7 

0.0 

2.1 

2.2 

2.4 

2.2 

8.5 

8.8 

0.8 

2.2 

0.0 

0.0 

0.8 

0% 40% 80%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図19-3 インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要なこと

（年齢層別）

その他

とくにない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70歳以上から、回答率が小さくなるという回答の減少傾向（選択数が少ない）がみられる。 

「不適切な情報発信者に対する監視・取り締まりを強化し、プロバイダーや掲示板等の管理者に対して、

情報の停止、削除を求める」は、「50～59 歳」が 75.8％で最も高い。 また、「加害者に対する罰則規定

を設けるなど、法令等により規制する」が、18歳から 69歳まで 5割から 6割台となっている。 

一方、「１８～２９歳」では、「実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける」が

15.6％で、他の年齢層と比べて最も低い。 

 

  

56.5 

41.3 

28.8 

23.1 

72.9 

58.2 

33.7 

23.1 

25.3 

16.3 

10.6 

0.0 

24.1 

19.9 

8.7 

7.7 

22.4 

16.8 

8.7 

7.7 

54.7 

36.2 

27.9 

15.4 

38.8 

31.1 

23.1 

15.4 

52.4 

40.3 

17.3 

15.4 

62.9 

45.9 

31.7 

23.1 

1.2 

1.0 

4.8 

7.7 

4.7 

14.8 

28.8 

0.0 

2.9 

5.6 

12.5 

23.1 

0% 40% 80%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・

無回答

インターネットのプロバイダーや情報
管理者が、当該情報等の停止・削除
を自主的に行う 
 
不適切な情報発信者に対する監視・
取締りを強化し、プロバイダーや掲示
板等の管理者に対して、情報の停止、
削除を求める 
 
家庭において、インターネットを利用す
る際のルールについて話し合う 
 
 
有害なホームページを閲覧することを
防止するソフトまたはサービスを利用
する 
 
情報の収集・発信における個人の責
任や情報モラルに関して、市民の意識
の高揚に努める 
 
学校教育の中で、情報モラルについ
ての教育を充実する 

 
被害を受けた人のための相談・救済
体制を充実する 
 
 
実名登録を義務づけるなど、情報の
発信者に対する制限を設ける 
 
 
加害者に対する罰則規定を設けるな
ど、法令等により規制する 
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

の

プ

ロ

バ

イ

 

ダ
ー

や

情

報

管

理

者

が

、
当

該

 

情

報

等

の

停

止

・

削

除

を

自

主

 

的

に

行

う

 

不

適

切

な

情

報

発

信

者

に

対

す

 

る

監

視

・

取

締

り

を

強

化

し

、

 

プ

ロ

バ

イ

ダ
ー

や

掲

示

板

等

の

 

管

理

者

に

対

し

て

、
情

報

の

 

停
止

、
削
除
を
求
め
る

 

家

庭

に

お

い

て

、
イ

ン

タ
ー

 

ネ

ッ
ト

を

利

用

す

る

際

の

 

ル
ー

ル

に

つ

い

て

話

し

合

う

 

有

害

な

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

を

閲

覧

 

す

る

こ

と

を

防

止

す

る

ソ

フ

ト

 

ま
た
は
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る

 

情

報

の

収

集

・

発

信

に

お

け

る

 

個

人

の

責

任

や

情

報

モ

ラ

ル

に

 

関

し

て

、
市

民

の

意

識

の

高

揚

 

に

努

め

る

 

学

校

教

育

の

中

で

、
情

報

モ

ラ

 

ル

に

つ

い

て

の

教

育

を

充

実

す

 

る

790 374 481 188 190 163 355
100.0 47.3 60.9 23.8 24.1 20.6 44.9

53 31 37 25 20 24 36
100.0 58.5 69.8 47.2 37.7 45.3 67.9

77 46 56 30 26 15 42
100.0 59.7 72.7 39.0 33.8 19.5 54.5

59 30 41 13 15 14 23
100.0 50.8 69.5 22.0 25.4 23.7 39.0

23 9 12 2 8 6 11
100.0 39.1 52.2 8.7 34.8 26.1 47.8

230 119 153 60 57 53 111
100.0 51.7 66.5 26.1 24.8 23.0 48.3

328 133 177 57 63 50 129
100.0 40.5 54.0 17.4 19.2 15.2 39.3

20 6 5 1 1 1 3
100.0 30.0 25.0 5.0 5.0 5.0 15.0

 

被

害

を

受

け

た

人

の

 

た

め

の

相

談

・

救

済

 

体

制

を

充

実

す

る

 

実

名

登

録

を

義

務

づ

 

け

る

な

ど

、
情

報

の

 

発

信

者

に

対

す

る

 

制

限

を

設

け

る

 

加

害

者

に

対

す

る

 

罰

則

規

定

を

設

け

る

 

な

ど

、
法

令

等

に

 

よ

り

規

制

す

る

 

そ

の

他

 

わ

か

ら

な

い

 

不
明
・
無
回
答

279 337 422 16 81 34
35.3 42.7 53.4 2.0 10.3 4.3

23 34 35 1 0 0
43.4 64.2 66.0 1.9 0.0 0.0

31 35 44 0 1 1
40.3 45.5 57.1 0.0 1.3 1.3

22 31 35 0 4 1
37.3 52.5 59.3 0.0 6.8 1.7

7 6 11 0 1 1
30.4 26.1 47.8 0.0 4.3 4.3

87 110 137 6 19 3
37.8 47.8 59.6 2.6 8.3 1.3
107 119 155 8 56 22
32.6 36.3 47.3 2.4 17.1 6.7

2 2 5 1 0 6
10.0 10.0 25.0 5.0 0.0 30.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問１9
インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要なこと

不明・無回答

不明・無回答

  問１9

全　　　体

職

　

　

　

業

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

全　　　体

職

　

　

　

業

無　　職

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）
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58.5 

59.7 

50.8 

39.1 

69.8 

72.7 

69.5 

52.2 

47.2 

39.0 

22.0 

8.7 

37.7 

33.8 

25.4 

34.8 

45.3 

19.5 

23.7 

26.1 

67.9 

54.5 

39.0 

47.8 

43.4 

40.3 

37.3 

30.4 

64.2 

45.5 

52.5 

26.1 

66.0 

57.1 

59.3 

47.8 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

6.8 

4.3 

0.0 

1.3 

1.7 

4.3 

0% 40% 80%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図19-4 インターネットを使った人権侵害を防ぐために必要なこと

（職業別）

その他

とくにない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの職業においても、「不適切な情報発信者に対する監視・取り締まりを強化し、プロバイダーや掲示

板等の管理者に対して、情報の停止、削除を求める」が最も高い。また、「加害者に対する罰則規定を設

けるなど、法令等により規制する」も、高い割合になっている。 

「学生」の、「家庭において、インターネットを利用する際のルールについて話し合う」8.7％は、他の職業

と比べて最も低い。 

  

51.7 

40.5 

30.0 

66.5 

54.0 

25.0 

26.1 

17.4 

5.0 

24.8 

19.2 

5.0 

23.0 

15.2 

5.0 

48.3 

39.3 

15.0 

37.8 

32.6 

10.0 

47.8 

36.3 

10.0 

59.6 

47.3 

25.0 

2.6 

2.4 

5.0 

8.3 

17.1 

0.0 

1.3 

6.7 

30.0 

0% 40% 80%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・無回答

インターネットのプロバイダーや情報
管理者が、当該情報等の停止・削除
を自主的に行う 
 
不適切な情報発信者に対する監視・
取締りを強化し、プロバイダーや掲
示板等の管理者に対して、情報の停
止、削除を求める 
 
家庭において、インターネットを利用
する際のルールについて話し合う 
 
 
有害なホームページを閲覧すること
を防止するソフトまたはサービスを
利用する 
 
情報の収集・発信における個人の責
任や情報モラルに関して、市民の意
識の高揚に努める 
 
学校教育の中で、情報モラルについ
ての教育を充実する 

 

被害を受けた人のための相談・救済
体制を充実する 
 
 
実名登録を義務づけるなど、情報の
発信者に対する制限を設ける 
 
 
加害者に対する罰則規定を設ける
など、法令等により規制する 
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問２０ ハンセン病患者・元患者や家族等の人権について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別による特段の差異はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「地域社会での正しい知識と理解が十分でないこと」52.5%が最も高く、次いで「差別的言動を受ける

こと」27.1%、「ハンセン病療養所以外で自立した生活を営むのが困難であること」24.9%になっている。 

 また、「わからない」が、34.6％と高い割合である。 

 

  

ハンセン病患者・元患者や家族等の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのような

ことですか。（該当するすべてに○） 

52.5 

27.1 

24.9 

19.2 

16.6 

0.8 

34.6 

4.4 

0% 30% 60%

地域社会での正しい知識と理解が十分でないこと

差別的言動を受けること

ホテル等で宿泊を拒否されること

アパートなどの住居への入居が困難なこと

その他

わからない

不明・無回答

図20-1 ハンセン病患者・元患者や家族等の人権について

（全体）

ハンセン病療養所以外で自立した生活を営むのが困難であること 

 

回
答
数

 

地
域
社
会
で

の
正
し
い

 

知
識
と
理
解

が
十
分
で

 

な
い
こ
と

 

ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
以

外

 

で
自
立
し
た

生
活
を
営

む

 

の
が
困
難
で

あ
る
こ
と

 

ア
パ
ー

ト
な

ど
の
住
居

へ

 

の
入
居
が
困

難
な
こ
と

 

差
別
的
言
動

を
受
け
る

こ

 

と

 

ホ
テ
ル
等
で

宿
泊
を
拒

否

 

さ
れ
る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 415 197 131 214 152 6 273 35
100.0 52.5 24.9 16.6 27.1 19.2 0.8 34.6 4.4

348 188 81 57 87 56 3 122 13
100.0 54.0 23.3 16.4 25.0 16.1 0.9 35.1 3.7

421 220 115 72 124 94 3 141 19
100.0 52.3 27.3 17.1 29.5 22.3 0.7 33.5 4.5

3 1 0 0 1 0 0 2 0
100.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 66.7 0.0

18 6 1 2 2 2 0 8 3
100.0 33.3 5.6 11.1 11.1 11.1 0.0 44.4 16.7

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２０
ハンセン病患者・元患者や家族等の人権について

性

　
　
別

全　　　体

男　性

女　性

その他

不明・無回答



- 117 - 

 

48.9 

46.8 

41.8 

55.6 

15.6 

23.4 

18.7 

30.6 

11.1 

12.8 

16.5 

20.2 

37.8 

31.9 

26.4 

27.4 

17.8 

19.1 

23.1 

19.4 

0.0 

0.0 

1.1 

0.0 

44.4 

46.8 

42.9 

26.6 

0.0 

2.1 

1.1 

1.6 

0% 40% 80%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図20-3 ハンセン病患者・元患者や家族等の人権について（年齢層別）

差別的言動を受けること

ホテル等で宿泊を拒否されること

その他

わからない

不明・無回答

２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年齢層においても、「地域社会での正しい知識と理解が十分でないこと」が高い割合である。 

また、「わからない」が、どの年齢層にも大きな数値で見られる。 

  

67.6 

52.0 

41.3 

30.8 

32.4 

21.9 

24.0 

7.7 

20.6 

15.8 

11.5 

15.4 

32.9 

25.0 

17.3 

7.7 

22.4 

15.8 

18.3 

15.4 

1.2 

1.0 

1.0 

0.0 

22.9 

38.3 

37.5 

46.2 

4.7 

5.1 

10.6 

15.4 

0% 40% 80%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・

無回答

地域社会での正しい知識と理解 
が十分でないこと 
 
ハンセン病療養所以外で自立し 
た生活を営むのが困難である 
こと 
  
アパートなどの住居への入居が 
困難なこと 

 

回
答
数

 

地
域
社
会
で
の
正
し
い

 

知
識
と
理
解
が
十
分
で

 

な
い
こ
と

 

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
以
外

 

で
自
立
し
た
生
活
を
営
む

 

の
が
困
難
で
あ
る
こ
と

 

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
居
へ

 

の
入
居
が
困
難
な
こ
と

 

差
別
的
言
動
を
受
け
る
こ

 

と
 

ホ
テ
ル
等
で
宿
泊
を
拒
否

 

さ
れ
る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 415 197 131 214 152 6 273 35
100.0 52.5 24.9 16.6 27.1 19.2 0.8 34.6 4.4

45 22 7 5 17 8 0 20 0
100.0 48.9 15.6 11.1 37.8 17.8 0.0 44.4 0.0

47 22 11 6 15 9 0 22 1
100.0 46.8 23.4 12.8 31.9 19.1 0.0 46.8 2.1

91 38 17 15 24 21 1 39 1
100.0 41.8 18.7 16.5 26.4 23.1 1.1 42.9 1.1

124 69 38 25 34 24 0 33 2
100.0 55.6 30.6 20.2 27.4 19.4 0.0 26.6 1.6

170 115 55 35 56 38 2 39 8
100.0 67.6 32.4 20.6 32.9 22.4 1.2 22.9 4.7

196 102 43 31 49 31 2 75 10
100.0 52.0 21.9 15.8 25.0 15.8 1.0 38.3 5.1

104 43 25 12 18 19 1 39 11
100.0 41.3 24.0 11.5 17.3 18.3 1.0 37.5 10.6

13 4 1 2 1 2 0 6 2
100.0 30.8 7.7 15.4 7.7 15.4 0.0 46.2 15.4

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２０
ハンセン病患者・元患者や家族等の人権について

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

年
　
　
　
　
齢

４０～４９歳

５０～５９歳
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71.7 

63.6 

50.8 

39.1 

35.8 

29.9 

16.9 

13.0 

28.3 

16.9 

13.6 

8.7 

45.3 

35.1 

27.1 

26.1 

26.4 

24.7 

16.9 

13.0 

0.0 

1.3 

0.0 

0.0 

13.2 

20.8 

35.6 

52.2 

1.9 

2.6 

5.1 

0.0 

0% 40% 80%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図20-4 ハンセン病患者・元患者や家族等の人権について（職業別）

差別的言動を受けること

ホテル等で宿泊を拒否されること

その他

わからない

不明・無回答

 

回
答
数

 

地
域
社
会
で
の
正
し
い

 

知
識
と
理
解
が
十
分
で

 

な
い
こ
と

 

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
以
外

 

で
自
立
し
た
生
活
を
営
む

 

の
が
困
難
で
あ
る
こ
と

 

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
居
へ

 

の
入
居
が
困
難
な
こ
と

 

差
別
的
言
動
を
受
け
る
こ

 

と
 

ホ
テ
ル
等
で
宿
泊
を
拒
否

 

さ
れ
る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 415 197 131 214 152 6 273 35
100.0 52.5 24.9 16.6 27.1 19.2 0.8 34.6 4.4

53 38 19 15 24 14 0 7 1
100.0 71.7 35.8 28.3 45.3 26.4 0.0 13.2 1.9

77 49 23 13 27 19 1 16 2
100.0 63.6 29.9 16.9 35.1 24.7 1.3 20.8 2.6

59 30 10 8 16 10 0 21 3
100.0 50.8 16.9 13.6 27.1 16.9 0.0 35.6 5.1

23 9 3 2 6 3 0 12 0
100.0 39.1 13.0 8.7 26.1 13.0 0.0 52.2 0.0

230 119 54 36 58 41 3 90 3
100.0 51.7 23.5 15.7 25.2 17.8 1.3 39.1 1.3

328 164 86 55 81 62 2 121 21
100.0 50.0 26.2 16.8 24.7 18.9 0.6 36.9 6.4

20 6 2 2 2 3 0 6 5
100.0 30.0 10.0 10.0 10.0 15.0 0.0 30.0 25.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２０
ハンセン病患者・元患者や家族等の人権について

不明・無回答

全　　　体

職
　
　
　
業

国・地方公務員及び私学を含む
教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、
マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や
団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの職業においても、「地域社会での正しい知識と理解が十分でないこと」が高い割合である。 

また、「学生」の「分からない」52.2％は、他と比べても大きい。 

51.7 

50.0 

30.0 

23.5 

26.2 

10.0 

15.7 

16.8 

10.0 

25.2 

24.7 

10.0 

17.8 

18.9 

15.0 

1.3 

0.6 

0.0 

39.1 

36.9 

30.0 

1.3 

6.4 

25.0 

0% 40% 80%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含

む）

無 職

不明・

無回答

地域社会での正しい知識と理解が
十分でないこと 

 
ハンセン病療養所以外で自立した
生活を営むのが困難である 
こと 
  
アパートなどの住居への入居が困
難なこと 
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問２１ 北朝鮮当局による拉致被害者等に関わる人権について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別による特段の差異はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと」61.6％が最も高く、次いで「被害者及びその家族

は一緒に生活するという当然の権利を奪われていること」60.8％、「未帰還の被害者の家族が、被害者

に関する情報を全く得ることができないこと」54.7％となっている。 

  

北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関し、現在、どのような人権問題が起きていると

思いますか。（該当するすべてに○） 

61.6 

60.8 

54.7 

37.3 

15.2 

14.4 

1.0 

15.4 

3.0 

0% 35% 70%

身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと

拉致問題に関する国民の理解が足りないこと

被害者及びその家族を興味本位で見ていること

被害者及びその家族に対し差別的な言動をすること

その他

わからない

不明・無回答

図21-1 北朝鮮当局による拉致被害者に関わる人権について（全体）

被害者及びその家族は一緒に生活するという当然の権利を奪わ 

れていること  

未帰還の被害者の家族が、被害者に関する情報を全く得ること 

ができないこと 

 

回
答
数

 

身
体
や
居

住
移
転
の
自
由
を

 

奪
わ
れ
帰

国
で
き
な
い
こ
と

 

被
害
者
及

び
そ
の
家
族
は
一
緒

 

に
生
活
す

る
と
い
う
当
然
の

 

権
利
を
奪

わ
れ
て
い
る
こ
と

 

未
帰
還
の

被
害
者
の
家
族
が

、

 

被
害
者
に

関
す
る
情
報
を
全
く

 

得
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と

 

被
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し

 

差
別
的
な

言
動
を
す
る
こ
と

 

被
害
者
及

び
そ
の
家
族
を
興
味

 

本
位
で
見

て
い
る
こ
と

 

拉
致
問
題

に
関
す
る
国
民
の

 

理
解
が
足

り
な
い
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な

い

 

不
明
・
無

回
答

790 487 480 432 114 120 295 8 122 24
100.0 61.6 60.8 54.7 14.4 15.2 37.3 1.0 15.4 3.0

348 221 212 190 49 55 135 4 52 9
100.0 63.5 60.9 54.6 14.1 15.8 38.8 1.1 14.9 2.6

421 254 257 235 64 65 157 4 67 13
100.0 60.3 61.0 55.8 15.2 15.4 37.3 1.0 15.9 3.1

3 2 1 2 0 0 1 0 1 0
100.0 66.7 33.3 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0

18 10 10 5 1 0 2 0 2 2
100.0 55.6 55.6 27.8 5.6 0.0 11.1 0.0 11.1 11.1

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２１
北朝鮮当局による拉致被害者に関わる人権について

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答
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60.0 

53.2 

68.1 

66.9 

44.4 

42.6 

64.8 

66.9 

48.9 

46.8 

49.5 

55.6 

20.0 

17.0 

22.0 

18.5 

20.0 

21.3 

24.2 

17.7 

33.3 

29.8 

36.3 

39.5 

0.0 

0.0 

2.2 

1.6 

26.7 

25.5 

13.2 

11.3 

0% 40% 80%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図21-3 北朝鮮当局による拉致被害者に関わる人権について（年齢層別） 身体や居住移転の自由を奪

われ帰国できないこと

被害者及びその家族に対し

差別的な言動をすること

被害者及びその家族を興味

本位で見ていること

拉致問題に関する国民の理

解が足りないこと

その他

わからない

不明・無回答

 

回
答
数

 

身
体
や
居
住
移
転
の
自
由
を

 

奪
わ
れ
帰
国
で
き
な
い
こ
と

 

被
害
者
及
び
そ
の
家
族
は
一
緒

 

に
生
活
す
る
と
い
う
当
然
の

 

権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と

 

未
帰
還
の
被
害
者
の
家
族
が

、

 

被
害
者
に
関
す
る
情
報
を
全
く

 

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

 

被
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し

 

差
別
的
な
言
動
を
す
る
こ
と

 

被
害
者
及
び
そ
の
家
族
を
興
味

 

本
位
で
見
て
い
る
こ
と

 

拉
致
問
題
に
関
す
る
国
民
の

 

理
解
が
足
り
な
い
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 487 480 432 114 120 295 8 122 24
100.0 61.6 60.8 54.7 14.4 15.2 37.3 1.0 15.4 3.0

45 27 20 22 9 9 15 0 12 0
100.0 60.0 44.4 48.9 20.0 20.0 33.3 0.0 26.7 0.0

47 25 20 22 8 10 14 0 12 1
100.0 53.2 42.6 46.8 17.0 21.3 29.8 0.0 25.5 2.1

91 62 59 45 20 22 33 2 12 0
100.0 68.1 64.8 49.5 22.0 24.2 36.3 2.2 13.2 0.0

124 83 83 69 23 22 49 2 14 2
100.0 66.9 66.9 55.6 18.5 17.7 39.5 1.6 11.3 1.6

170 112 117 113 19 24 61 2 18 5
100.0 65.9 68.8 66.5 11.2 14.1 35.9 1.2 10.6 2.9

196 110 115 108 21 21 79 2 37 7
100.0 56.1 58.7 55.1 10.7 10.7 40.3 1.0 18.9 3.6

104 61 60 49 13 12 43 0 15 7
100.0 58.7 57.7 47.1 12.5 11.5 41.3 0.0 14.4 6.7

13 7 6 4 1 0 1 0 2 2
100.0 53.8 46.2 30.8 7.7 0.0 7.7 0.0 15.4 15.4

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

  問２１
北朝鮮当局による拉致被害者に関わる人権について

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

年
　
　
　
　
齢

４０～４９歳

５０～５９歳

２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 歳以下の年齢層では、「被害者及びその家族を興味本位で見ること」が 50 歳以上の年齢層よりも

高く、39歳以下の年齢層では、「わからない」が他の年齢層と比べて高い。  

被害者及びその家族は一緒
に生活するという当然の権
利を奪われていること 
 
未帰還の被害者の家族が、
被害者に関する情報を全く
得ることができないこと 

65.9 

56.1 

58.7 

53.8 

68.8 

58.7 

57.7 

46.2 

66.5 

55.1 

47.1 

30.8 

11.2 

10.7 

12.5 

7.7 

14.1 

10.7 

11.5 

0.0 

35.9 

40.3 

41.3 

7.7 

1.2 

1.0 

0.0 

0.0 

10.6 

18.9 

14.4 

15.4 

0% 40% 80%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・

無回答
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73.6 

75.3 

54.2 

52.2 

69.8 

62.3 

66.1 

30.4 

64.2 

55.8 

45.8 

43.5 

22.6 

20.8 

13.6 

8.7 

20.8 

16.9 

13.6 

13.0 

43.4 

29.9 

49.2 

21.7 

0.0 

2.6 

3.4 

0.0 

5.7 

11.7 

8.5 

34.8 

0.0 

1.3 

1.7 

0.0 

0% 40% 80%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図21-4 北朝鮮当局による拉致被害者に関わる人権について（職業別）

その他

わからない

不明・無回答

３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学生」では、他の職業で高い割合である「一緒に生活する権利を奪われている」が３０．４％と低く、ま

た、「わからない」が 34.8％で、他と比べて高い。

59.1 

60.7 

55.0 

63.5 

58.8 

50.0 

57.4 

54.6 

35.0 

15.2 

12.2 

5.0 

17.4 

13.7 

0.0 

40.0 

36.6 

15.0 

1.7 

0.0 

0.0 

17.4 

16.8 

10.0 

1.3 

4.6 

20.0 

0% 40% 80%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・無回答

身体や居住移転の自由を奪われ帰国で
きないこと 
 
被害者及びその家族は一緒に生活する
という当然の権利を奪われていること 
 
未帰還の被害者の家族が、被害者に関
する情報を全く得ることができないこと 
 
被害者及びその家族に対し差別的な言
動をすること 
 
被害者及びその家族を興味本位で見て
いること 
 
拉致問題に関する国民の理解が足りな
いこと 

 

回
答
数

 

身
体
や
居
住
移
転
の
自
由
を

 

奪
わ
れ
帰
国
で
き
な
い
こ
と

 

被
害
者
及
び
そ
の
家
族
は
一
緒

 

に
生
活
す
る
と
い
う
当
然
の

 

権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と

 

未
帰
還
の
被
害
者
の
家
族
が

、

 

被
害
者
に
関
す
る
情
報
を
全
く

 

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

 

被
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し

 

差
別
的
な
言
動
を
す
る
こ
と

 

被
害
者
及
び
そ
の
家
族
を
興
味

 

本
位
で
見
て
い
る
こ
と

 

拉
致
問
題
に
関
す
る
国
民
の

 

理
解
が
足
り
な
い
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 487 480 432 114 120 295 8 122 24
100.0 61.6 60.8 54.7 14.4 15.2 37.3 1.0 15.4 3.0

53 39 37 34 12 11 23 0 3 0
100.0 73.6 69.8 64.2 22.6 20.8 43.4 0.0 5.7 0.0

77 58 48 43 16 13 23 2 9 1
100.0 75.3 62.3 55.8 20.8 16.9 29.9 2.6 11.7 1.3

59 32 39 27 8 8 29 2 5 1
100.0 54.2 66.1 45.8 13.6 13.6 49.2 3.4 8.5 1.7

23 12 7 10 2 3 5 0 8 0
100.0 52.2 30.4 43.5 8.7 13.0 21.7 0.0 34.8 0.0

230 136 146 132 35 40 92 4 40 3
100.0 59.1 63.5 57.4 15.2 17.4 40.0 1.7 17.4 1.3

328 199 193 179 40 45 120 0 55 15
100.0 60.7 58.8 54.6 12.2 13.7 36.6 0.0 16.8 4.6

20 11 10 7 1 0 3 0 2 4
100.0 55.0 50.0 35.0 5.0 0.0 15.0 0.0 10.0 20.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２１
北朝鮮当局による拉致被害者に関わる人権について

不明・無回答

全　　　体

職
　
　
　
業

国・地方公務員及び私学を含む教
育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、
マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や
団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職
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47.1 

34.6 

21.6 

20.0 

17.7 

14.7 

3.0 

32.4 

4.4 

0% 25% 50%

就職や職場で不利な扱いを受けること

ＳＮＳ等での悪質な書き込みや嫌がらせをされること

復学・進学を希望する人が不利な扱いを受けること

アパートなどの住居への入居が困難なこと

結婚問題で周囲が反対すること

その他

わからない

不明・無回答

図22-1 刑を終えて出所した人の人権について（全体) 

問２２ 刑を終えて出所した人の人権について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  性別による特段の差異はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること」47.1％、「就職や職場で不利な扱い

を受けること」34.6％の 2項目が高い。また、「わからない」も 32.4％と高くなっている。 

 

  

刑を終えて出所した人の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことです

か。（該当するすべてに○） 

更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること 

 

回
答
数

 

更
生
し
た
人

た
ち
に
対

す

 

る
誤

っ
た
認

識
や
偏
見

が

 

存
在
し
て
い

る
こ
と

 

就
職
や
職
場

で
不
利
な

扱

 

い
を
受
け
る

こ
と

 

ア
パ
ー

ト
な

ど
の
住
居

へ

 

の
入
居
が
困

難
な
こ
と

 

結
婚
問
題
で

周
囲
が
反

対

 

す
る
こ
と

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で

の
悪
質
な

書

 

き
込
み
や
嫌

が
ら
せ
を

さ

 

れ
る
こ
と

 

復
学
・
進
学

を
希
望
す

る

 

人
が
不
利
な
扱
い
を
受
け

 

る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回

答

790 372 273 140 116 171 158 24 256 35
100.0 47.1 34.6 17.7 14.7 21.6 20.0 3.0 32.4 4.4

348 170 116 56 48 76 60 14 108 11
100.0 48.9 33.3 16.1 13.8 21.8 17.2 4.0 31.0 3.2

421 195 153 83 65 95 98 9 140 20
100.0 46.3 36.3 19.7 15.4 22.6 23.3 2.1 33.3 4.8

3 1 1 0 1 0 0 0 2 0
100.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0

18 6 3 1 2 0 0 1 6 4
100.0 33.3 16.7 5.6 11.1 0.0 0.0 5.6 33.3 22.2

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２２
刑を終えて出所した人の人権について

全　　　体

性

　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答
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回
答
数

 

更
生
し
た
人
た
ち
に
対
す

 

る
誤

っ
た
認
識
や
偏
見
が

 

存
在
し
て
い
る
こ
と

 

就
職
や
職
場
で
不
利
な
扱

 

い
を
受
け
る
こ
と

 

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
居
へ

 

の
入
居
が
困
難
な
こ
と

 

結
婚
問
題
で
周
囲
が
反
対

 

す
る
こ
と

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
の
悪
質
な
書

 

き
込
み
や
嫌
が
ら
せ
を
さ

 

れ
る
こ
と

 

復
学
・
進
学
を
希
望
す
る

 

人
が
不
利
な
扱
い
を
受
け

 

る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 372 273 140 116 171 158 24 256 35
100.0 47.1 34.6 17.7 14.7 21.6 20.0 3.0 32.4 4.4

45 20 19 8 10 6 11 2 12 0
100.0 44.4 42.2 17.8 22.2 13.3 24.4 4.4 26.7 0.0

47 20 11 5 3 10 11 1 18 3
100.0 42.6 23.4 10.6 6.4 21.3 23.4 2.1 38.3 6.4

91 48 32 17 14 30 29 4 23 0
100.0 52.7 35.2 18.7 15.4 33.0 31.9 4.4 25.3 0.0

124 54 46 26 23 29 26 1 38 4
100.0 43.5 37.1 21.0 18.5 23.4 21.0 0.8 30.6 3.2

170 90 65 34 24 45 33 9 52 6
100.0 52.9 38.2 20.0 14.1 26.5 19.4 5.3 30.6 3.5

196 86 70 36 27 38 32 4 77 9
100.0 43.9 35.7 18.4 13.8 19.4 16.3 2.0 39.3 4.6

104 49 28 13 13 13 16 2 32 11
100.0 47.1 26.9 12.5 12.5 12.5 15.4 1.9 30.8 10.6

13 5 2 1 2 0 0 1 4 2
100.0 38.5 15.4 7.7 15.4 0.0 0.0 7.7 30.8 15.4

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２２
刑を終えて出所した人の人権について

不明・無回答

全　　　体

年
　
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年齢層においても、「更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること」が最も高い。

また、「分からない」が、どの年齢層でも高くなっている。  

44.4 

42.6 

52.7 

43.5 

42.2 

23.4 

35.2 

37.1 

17.8 

10.6 

18.7 

21.0 

22.2 

6.4 

15.4 

18.5 

13.3 

21.3 

33.0 

23.4 

24.4 

23.4 

31.9 

21.0 

4.4 

2.1 

4.4 

0.8 

26.7 

38.3 

25.3 

30.6 

0.0 

6.4 

0.0 

3.2 

0% 30% 60%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図22-3 刑を終えて出所した人の人権について（年齢層別）
更生した人たちに対する誤った認

識や偏見が存在していること

就職や職場で不利な扱いを受け

ること

アパートなどの住居への入居が困

難なこと

結婚問題で周囲が反対すること

ＳＮＳ等での悪質な書き込みや嫌

がらせをされること

復学・進学を希望する人が不利な

扱いを受けること

その他

わからない

不明・無回答

52.9 

43.9 

47.1 

38.5 

38.2 

35.7 

26.9 

15.4 

20.0 

18.4 

12.5 

7.7 

14.1 

13.8 

12.5 

15.4 

26.5 

19.4 

12.5 

0.0 

19.4 

16.3 

15.4 

0.0 

5.3 

2.0 

1.9 

7.7 

30.6 

39.3 

30.8 

30.8 

3.5 

4.6 

10.6 

15.4 

0% 30% 60%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国・地方公務員及び私学を含む教育・保育関係の職業」の、「SNS 等での悪質な書き込みや嫌がらせ

をされること」41.5％は、他と比べて高い。また、どの職業にも、「わからない」が高い割合である。 

  

56.6 

49.4 

45.8 

47.8 

43.4 

37.7 

28.8 

34.8 

20.8 

14.3 

18.6 

8.7 

20.8 

14.3 

11.9 

17.4 

41.5 

27.3 

15.3 

13.0 

26.4 

32.5 

22.0 

17.4 

0.0 

3.9 

1.7 

8.7 

28.3 

26.0 

35.6 

17.4 

0.0 

3.9 

5.1 

0.0 

0% 40% 80%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図22-4 刑を終えて出所した人の人権について（職業別）

就職や職場で不利な扱いを受

けること

アパートなどの住居への入居が

困難なこと

結婚問題で周囲が反対すること

ＳＮＳ等での悪質な書き込みや

嫌がらせをされること

復学・進学を希望する人が不利

な扱いを受けること

その他

わからない

不明・無回答

49.6 

44.2 

35.0 

35.2 

33.8 

20.0 

19.6 

17.7 

10.0 

15.7 

13.7 

10.0 

23.0 

19.2 

0.0 

20.4 

16.8 

0.0 

4.3 

2.1 

5.0 

30.9 

36.9 

20.0 

1.3 

6.4 

25.0 

0% 40% 80%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・無回答

更生した人たちに対する誤った
認識や偏見が存在していること 

 

回
答
数

 

更
生
し
た
人
た
ち
に
対
す

 

る
誤

っ
た
認
識
や
偏
見
が

 

存
在
し
て
い
る
こ
と

 

就
職
や
職
場
で
不
利
な
扱

 

い
を
受
け
る
こ
と

 

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
居
へ

 

の
入
居
が
困
難
な
こ
と

 

結
婚
問
題
で
周
囲
が
反
対

 

す
る
こ
と

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
の
悪
質
な
書

 

き
込
み
や
嫌
が
ら
せ
を
さ

 

れ
る
こ
と

 

復
学
・
進
学
を
希
望
す
る

 

人
が
不
利
な
扱
い
を
受
け

 

る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 372 273 140 116 171 158 24 256 35
100.0 47.1 34.6 17.7 14.7 21.6 20.0 3.0 32.4 4.4

53 30 23 11 11 22 14 0 15 0
100.0 56.6 43.4 20.8 20.8 41.5 26.4 0.0 28.3 0.0

77 38 29 11 11 21 25 3 20 3
100.0 49.4 37.7 14.3 14.3 27.3 32.5 3.9 26.0 3.9

59 27 17 11 7 9 13 1 21 3
100.0 45.8 28.8 18.6 11.9 15.3 22.0 1.7 35.6 5.1

23 11 8 2 4 3 4 2 4 0
100.0 47.8 34.8 8.7 17.4 13.0 17.4 8.7 17.4 0.0

230 114 81 45 36 53 47 10 71 3
100.0 49.6 35.2 19.6 15.7 23.0 20.4 4.3 30.9 1.3

328 145 111 58 45 63 55 7 121 21
100.0 44.2 33.8 17.7 13.7 19.2 16.8 2.1 36.9 6.4

20 7 4 2 2 0 0 1 4 5
100.0 35.0 20.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.0 20.0 25.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２２
刑を終えて出所した人の人権について

不明・無回答

全　　　体

職
　
　
　
業

国・地方公務員及び私学を含む
教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、
マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や
団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職
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問２３ 犯罪被害者やその家族の人権について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別による特段の差異はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プライバシーに関することが公表されたり、取材により私生活の平穏が保たれなくなること」54.1％、

「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと」53.9％の二

項目が、5割を超えている。  

犯罪被害者やその家族の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことです

か。（該当するすべてに○） 

54.1 

53.9 

41.4 

38.0 

36.3 

33.8 

31.1 

1.6 

21.5 

4.2 

0% 30% 60%

ＳＮＳ等で悪質・不快な書き込みをされること

事件に関して周囲にうわさ話をされること

捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること

その他

わからない

不明・無回答

図23-1 犯罪被害者やその家族の人権について（全体）

マスメディアなどの報道によってプライバシーに関することが公表された 
り、取材により私生活の平穏が保てなくなること 

犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間 
被害に苦しむこと 
 
 
 
 
 
 

刑事裁判手続において必ずしも被害者の声が十分反映されるわけではな 
いこと 

      被害者やその家族を支援する方策が十分に周知されていないこと 

 

回
答
数

 

犯
罪
行
為
に
よ

っ
て
身
体
的
・
精

神

 

的
に
被
害
を
受
け

、
経
済
的
負
担

 

な
ど
長
期
間
被
害
に
苦
し
む
こ
と

 

捜
査
や
刑
事
裁
判
に
お
い
て
精
神

的

 

負
担
を
受
け
る
こ
と

 

刑
事
裁
判
手
続
に
お
い
て
必
ず
し

も

 

被
害
者
の
声
が
十
分
反
映
さ
れ
る

 

わ
け
で
は
な
い
こ
と

 

事
件
に
関
し
て
周
囲
に
う
わ
さ
話

を

 

さ
れ
る
こ
と

 

被
害
者
や
そ
の
家
族
を
支
援
す
る

 

方
策
が
十
分
に
周
知
さ
れ
て
い
な

い

 

こ
と

 

マ
ス
メ
デ

ィ
ア
な
ど
の
報
道
に
よ

っ

 

て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
す
る
こ
と

が

 

公
表
さ
れ
た
り

、
取
材
に
よ
り
私

生

 

活
の
平
穏
が
保
て
な
く
な
る
こ
と

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
悪
質
・
不
快
な
書
き

込

 

み
を
さ
れ
る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 426 287 267 300 246 427 327 13 170 33
100.0 53.9 36.3 33.8 38.0 31.1 54.1 41.4 1.6 21.5 4.2

348 190 131 132 126 112 193 151 8 69 10
100.0 54.6 37.6 37.9 36.2 32.2 55.5 43.4 2.3 19.8 2.9

421 230 151 131 167 132 229 171 5 95 20
100.0 54.6 35.9 31.1 39.7 31.4 54.4 40.6 1.2 22.6 4.8

3 1 1 0 2 1 2 0 0 1 0
100.0 33.3 33.3 0.0 66.7 33.3 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0

18 5 4 4 5 1 3 5 0 5 3
100.0 27.8 22.2 22.2 27.8 5.6 16.7 27.8 0.0 27.8 16.7

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２３
犯罪被害者やその家族の人権について

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回
答
数

 

犯
罪
行
為
に
よ

っ
て
身
体
的
・
精
神

 

的
に
被
害
を
受
け

、
経
済
的
負
担

 

な
ど
長
期
間
被
害
に
苦
し
む
こ
と

 

捜
査
や
刑
事
裁
判
に
お
い
て
精
神
的

 

負
担
を
受
け
る
こ
と

 

刑
事
裁
判
手
続
に
お
い
て
必
ず
し
も

 

被
害
者
の
声
が
十
分
反
映
さ
れ
る

 

わ
け
で
は
な
い
こ
と

 

事
件
に
関
し
て
周
囲
に
う
わ
さ
話
を

 

さ
れ
る
こ
と

 

被
害
者
や
そ
の
家
族
を
支
援
す
る

 

方
策
が
十
分
に
周
知
さ
れ
て
い
な
い

 

こ
と

 

マ
ス
メ
デ

ィ
ア
な
ど
の
報
道
に
よ

っ

 

て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
す
る
こ
と
が

 

公
表
さ
れ
た
り

、
取
材
に
よ
り
私
生

 

活
の
平
穏
が
保
て
な
く
な
る
こ
と

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
悪
質
・
不
快
な
書
き
込

 

み
を
さ
れ
る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 426 287 267 300 246 427 327 13 170 33
100.0 53.9 36.3 33.8 38.0 31.1 54.1 41.4 1.6 21.5 4.2

45 23 19 14 24 13 28 20 0 6 0
100.0 51.1 42.2 31.1 53.3 28.9 62.2 44.4 0.0 13.3 0.0

47 27 19 21 24 14 29 25 0 10 1
100.0 57.4 40.4 44.7 51.1 29.8 61.7 53.2 0.0 21.3 2.1

91 60 45 35 44 30 63 53 2 16 0
100.0 65.9 49.5 38.5 48.4 33.0 69.2 58.2 2.2 17.6 0.0

124 81 59 58 60 47 80 73 1 11 2
100.0 65.3 47.6 46.8 48.4 37.9 64.5 58.9 0.8 8.9 1.6

170 105 69 55 62 66 106 76 3 33 5
100.0 61.8 40.6 32.4 36.5 38.8 62.4 44.7 1.8 19.4 2.9

196 92 54 60 58 57 85 58 4 61 10
100.0 46.9 27.6 30.6 29.6 29.1 43.4 29.6 2.0 31.1 5.1

104 34 20 21 25 18 34 18 3 30 13
100.0 32.7 19.2 20.2 24.0 17.3 32.7 17.3 2.9 28.8 12.5

13 4 2 3 3 1 2 4 0 3 2
100.0 30.8 15.4 23.1 23.1 7.7 15.4 30.8 0.0 23.1 15.4

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２３
犯罪被害者やその家族の人権について

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

年
　
　
　
　
齢

４０～４９歳

５０～５９歳

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳
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どの年齢層も「マスメディアなどの報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材により

私生活の平穏が保てなくなること」、「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長

期間被害に苦しむこと」が高く、40歳から 69歳では６割を超えている。 

  

51.1 

57.4 

65.9 

65.3 

61.8 

46.9 

32.7 

30.8 

42.2 

40.4 

49.5 

47.6 

40.6 

27.6 

19.2 

15.4 

31.1 

44.7 

38.5 

46.8 

32.4 

30.6 

20.2 

23.1 

53.3 

51.1 

48.4 

48.4 

36.5 

29.6 

24.0 

23.1 

28.9 

29.8 

33.0 

37.9 

38.8 

29.1 

17.3 

7.7 

62.2 

61.7 

69.2 

64.5 

62.4 

43.4 

32.7 

15.4 

44.4 

53.2 

58.2 

58.9 

44.7 

29.6 

17.3 

30.8 

0.0 

0.0 

2.2 

0.8 

1.8 

2.0 

2.9 

0.0 

13.3 

21.3 

17.6 

8.9 

19.4 

31.1 

28.8 

23.1 

0% 20% 40% 60% 80%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

図23-3 犯罪被害者やその家族の人権について（年齢層別）

犯罪行為によって身体的・精神的に被害を

受け、経済的負担など長期間被害に苦し

むこと

捜査や刑事裁判において精神的負担を受

けること

刑事裁判手続において必ずしも被害者の

声が十分反映されるわけではないこと

事件に関して周囲にうわさ話をされること

被害者やその家族を支援する方策が十分

に周知されていないこと

マスメディアなどの報道によってプライバ

シーに関することが公表されたり、取材に

より私生活の平穏が保てなくなること

ＳＮＳ等で悪質・不快な書き込みをされるこ

と

その他

わからない

不明・無回答
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回
答

数

 

犯
罪

行
為

に
よ

っ
て

身
体

的
・

 

精
神

的
に

被
害

を
受

け

、
経
済

 

的
負

担
な

ど
長

期
間

被
害

に

 

苦
し

む
こ

と

 

捜
査

や
刑

事
裁

判
に

お
い

て

 

精
神

的
負

担
を

受
け

る
こ

と

 

刑
事

裁
判

手
続

に
お

い
て

必
ず

 

し
も

被
害
者
の
声
が
十
分

 

反
映
さ
れ
る
わ

け
で

は
な

い

 

こ
と

 

事
件

に
関

し
て

周
囲

に
う

わ
さ

 

話
を

さ
れ

る
こ

と

 

被
害

者
や

そ
の

家
族

を
支

援
す

 

る
方

策
が

十
分

に
周

知
さ

れ
て

 

い
な

い
こ

と

790 426 287 267 300 246
100.0 53.9 36.3 33.8 38.0 31.1

53 37 30 25 27 20
100.0 69.8 56.6 47.2 50.9 37.7

77 55 37 33 42 35
100.0 71.4 48.1 42.9 54.5 45.5

59 29 19 16 18 19
100.0 49.2 32.2 27.1 30.5 32.2

23 9 10 8 13 5
100.0 39.1 43.5 34.8 56.5 21.7

230 141 92 88 94 76
100.0 61.3 40.0 38.3 40.9 33.0

328 148 96 93 101 89
100.0 45.1 29.3 28.4 30.8 27.1

20 7 3 4 5 2
100.0 35.0 15.0 20.0 25.0 10.0

 

マ

ス
メ
デ

ィ
ア

な
ど

の
報

道
に

 

よ

っ
て
プ

ラ
イ

バ
シ
ー

に

関
す

 

る

こ
と
が

公
表

さ
れ

た
り

、
取

 

材

に
よ
り

私
生

活
の

平
穏

が
保

 

て

な
く
な

る
こ

と

 

Ｓ

Ｎ
Ｓ
等

で
悪

質
・

不
快

な

 

書

き
込
み

を
さ

れ
る

こ
と

 

そ

の
他

 

わ

か
ら
な

い

 

不

明
・
無

回
答

427 327 13 170 33
54.1 41.4 1.6 21.5 4.2

39 36 0 4 0
73.6 67.9 0.0 7.5 0.0

50 47 1 6 2
64.9 61.0 1.3 7.8 2.6

34 24 1 16 1
57.6 40.7 1.7 27.1 1.7

15 10 0 3 0
65.2 43.5 0.0 13.0 0.0
140 112 4 45 3
60.9 48.7 1.7 19.6 1.3
143 94 7 93 23
43.6 28.7 2.1 28.4 7.0

6 4 0 3 4
30.0 20.0 0.0 15.0 20.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２３
犯罪被害者やその家族の人権について

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

不明・無回答

全　　　体

職
　
　
　
業

国・地方公務員及び私学を含
む教育・保育関係の職業
医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や
団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

不明・無回答

  問２３

全　　　体

職

　
　

　
業

国・地方公務員及び私学を含む

教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生
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ほとんどの職業において、「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的など長期的被害に

苦しむこと」、「マスメディアなどの報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材により私生

活の平穏が保てなくなること」が、高い割合となっている。 

 

  

69.8 

71.4 

49.2 

39.1 

56.6 

48.1 

32.2 

43.5 

47.2 

42.9 

27.1 

34.8 

50.9 

54.5 

30.5 

56.5 

37.7 

45.5 

32.2 

21.7 

73.6 

64.9 

57.6 

65.2 

67.9 

61.0 

40.7 

43.5 

0.0 

1.3 

1.7 

0.0 

7.5 

7.8 

27.1 

13.0 

0.0 

2.6 

1.7 

0.0 

0% 40% 80%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図23-4 犯罪被害者やその家族の人権について（職業別）

犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受

け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと

捜査や刑事裁判において精神的負担を受け

ること

刑事裁判手続において必ずしも被害者の声

が十分反映されるわけではないこと

事件に関して周囲にうわさ話をされること

被害者やその家族を支援する方策が十分に

周知されていないこと

ＳＮＳ等で悪質・不快な書き込みをされること

その他

わからない

不明・無回答

61.3 

45.1 

35.0 

40.0 

29.3 

15.0 

38.3 

28.4 

20.0 

40.9 

30.8 

25.0 

33.0 

27.1 

10.0 

60.9 

43.6 

30.0 

48.7 

28.7 

20.0 

1.7 

2.1 

0.0 

19.6 

28.4 

15.0 

1.3 

7.0 

20.0 

0% 40% 80%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・無回答

マスメディアなどの報道によってプライバ
シーに関することが公表されたり、取材に
より私生活の平穏が保てなくなること 
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問２４ 性的少数者の人権について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別による差異は特段にない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「偏見による差別的言動を受けること」43.3%、「性的少数者に対する理解が足りないこと」41.9%と、

差別的言動と理解不足に関する回答割合が高い。 「避けられる」、「不利な扱い」、「入居が困難」、「利用

を拒否」など、排除的対応に関する回答も少なくはない。また、「分からない」が 27.0%ある。 

  

性的少数者の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。 

（該当するすべてに○） 

43.3 

41.9 

32.8 

32.2 

24.6 

24.4 

12.0 

9.4 

1.9 

27.0 

4.4 

0% 25% 50%

偏見による差別的言動を受けること

性的少数者に対する理解が足りないこと

職場や学校でからかいや嫌がらせをされること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

就職や職場で不利な扱いを受けること

アパートなどの住居への入居が困難なこと

店舗等の入店や施設利用を拒否されること

その他

わからない

不明・無回答

図24-1 性的少数者の人権について（全体）

同性パートナーが病院などで家族として認められない場合があること 

 

回

答
数

 

職

場
や
学
校
で
か
ら

か
い
や

 

嫌

が
ら
せ
を
さ
れ
る

こ
と

 

偏

見
に
よ
る
差
別
的

言
動
を

 

受

け
る
こ
と

 

就
職
や
職
場
で
不
利
な
扱
い

 

を

受
け
る
こ
と

 

ア

パ
ー

ト
な
ど
の
住

居
へ
の

 

入

居
が
困
難
な
こ
と

 

店

舗
等
の
入
店
や
施

設
利
用

 

を

拒
否
さ
れ
る
こ
と

 

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り

、

 

避
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

 

性

的
少
数
者
に
対
す

る
理
解

 

が

足
り
な
い
こ
と

 

同

性
パ
ー

ト
ナ
ー

が

病
院
な

 

ど

で
家
族
と
し
て
認

め
ら
れ

 

な

い
場
合
が
あ
る
こ

と

 

そ

の
他

 

わ

か
ら
な
い

 

不

明
・
無
回
答

790 259 342 193 95 74 194 331 254 15 213 35
100.0 32.8 43.3 24.4 12.0 9.4 24.6 41.9 32.2 1.9 27.0 4.4

348 112 145 87 42 34 91 141 106 8 102 11
100.0 32.2 41.7 25.0 12.1 9.8 26.1 40.5 30.5 2.3 29.3 3.2

421 143 194 105 52 40 101 187 145 5 104 22
100.0 34.0 46.1 24.9 12.4 9.5 24.0 44.4 34.4 1.2 24.7 5.2

3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 33.3 33.3 0.0

18 4 3 1 1 0 2 1 2 1 6 2
100.0 22.2 16.7 5.6 5.6 0.0 11.1 5.6 11.1 5.6 33.3 11.1

上段：実数（人）　下段：比率（％）

問２４
性的少数者の人権について

全　　　体

性

　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「わからない」が、「70～79歳」では38.8%、「80歳以上」では42.3%と、他の年齢層と比べて高い。

一方、「１８歳～29歳」では、「わからない」が 13.3%で最も低い。  

37.8 

38.3 

44.0 

38.7 

60.0 

59.6 

56.0 

46.0 

24.4 

19.1 

30.8 

25.8 

15.6 

10.6 

15.4 

11.3 

8.9 

12.8 

15.4 

8.1 

40.0 

25.5 

37.4 

25.8 

55.6 

40.4 

53.8 

48.4 

40.0 

42.6 

37.4 

41.1 

2.2 

2.1 

2.2 

0.8 

13.3 

21.3 

15.4 

19.4 

0.0 

2.1 

2.2 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図24-3 性的少数者の人権について（年齢層別）

その他

わからない

不明・無回答

職場や学校でからかい
や嫌がらせをされること 
 
偏見による差別的言動を
受けること 
 
就職や職場で不利な扱
いを受けること 
 
アパートなどの住居への
入居が困難なこと 
 
店舗等の入店や施設利
用を拒否されること 
 
じろじろ見られたり、避け
られたりすること 
 
性的少数者に対する理
解が足りないこと 
 
同性パートナーが病院な
どで家族として認められ
ない場合があること 

33.5 

24.5 

27.9 

15.4 

49.4 

33.7 

26.0 

15.4 

28.2 

23.0 

18.3 

7.7 

14.7 

9.2 

10.6 

7.7 

11.2 

6.6 

7.7 

0.0 

22.9 

17.3 

23.1 

7.7 

49.4 

32.7 

27.9 

7.7 

37.6 

24.0 

17.3 

15.4 

2.4 

2.6 

0.0 

7.7 

20.0 

38.8 

42.3 

38.5 

5.3 

5.6 

7.7 

7.7 

0% 20% 40% 60%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

 

回
答
数

 

職
場
や
学
校
で
か
ら
か
い
や

 

嫌
が
ら
せ
を
さ
れ
る
こ
と

 

偏
見
に
よ
る
差
別
的
言
動
を

 

受
け
る
こ
と

 

就
職
や
職
場
で
不
利
な
扱

 

い
を
受
け
る
こ
と

 

ア
パ
ー

ト
な
ど
の
住
居
へ
の

 

入
居
が
困
難
な
こ
と

 

店
舗
等
の
入
店
や
施
設
利
用

 

を
拒
否
さ
れ
る
こ
と

 

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り

、

 

避
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と

 

性
的
少
数
者
に
対
す
る
理
解

 

が
足
り
な
い
こ
と

 

同
性
パ
ー

ト
ナ
ー

が
病
院
な

 

ど
で
家
族
と
し
て
認
め
ら
れ

 

な
い
場
合
が
あ
る
こ
と

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 259 342 193 95 74 194 331 254 15 213 35
100.0 32.8 43.3 24.4 12.0 9.4 24.6 41.9 32.2 1.9 27.0 4.4

45 17 27 11 7 4 18 25 18 1 6 0
100.0 37.8 60.0 24.4 15.6 8.9 40.0 55.6 40.0 2.2 13.3 0.0

47 18 28 9 5 6 12 19 20 1 10 1
100.0 38.3 59.6 19.1 10.6 12.8 25.5 40.4 42.6 2.1 21.3 2.1

91 40 51 28 14 14 34 49 34 2 14 2
100.0 44.0 56.0 30.8 15.4 15.4 37.4 53.8 37.4 2.2 15.4 2.2

124 48 57 32 14 10 32 60 51 1 24 3
100.0 38.7 46.0 25.8 11.3 8.1 25.8 48.4 41.1 0.8 19.4 2.4

170 57 84 48 25 19 39 84 64 4 34 9
100.0 33.5 49.4 28.2 14.7 11.2 22.9 49.4 37.6 2.4 20.0 5.3

196 48 66 45 18 13 34 64 47 5 76 11
100.0 24.5 33.7 23.0 9.2 6.6 17.3 32.7 24.0 2.6 38.8 5.6

104 29 27 19 11 8 24 29 18 0 44 8
100.0 27.9 26.0 18.3 10.6 7.7 23.1 27.9 17.3 0.0 42.3 7.7

13 2 2 1 1 0 1 1 2 1 5 1
100.0 15.4 15.4 7.7 7.7 0.0 7.7 7.7 15.4 7.7 38.5 7.7

上段：実数（人）　下段：比率（％）

問２４
性的少数者の人権について

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

年
　
　
　
　
齢

４０～４９歳

５０～５９歳
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

職

場

や

学

校

で

か

ら

 

か

い

や

嫌

が

ら

せ

を

 

さ

れ

る

こ

と

 

偏

見

に

よ

る

差

別

的

 

言

動

を

受

け

る

こ

と

 

就
職
や
職
場
で
不
利

 

な
扱
い
を

受

け

る

 

こ

と

 

ア

パ
ー

ト

な

ど

の

住

居

 

へ

の

入

居

が

困

難

な

 

こ

と

 

店

舗

等

の

入

店

や

施

設

 

利

用

を

拒

否

さ

れ

る

 

こ

と

790 259 342 193 95 74
100.0 32.8 43.3 24.4 12.0 9.4

53 21 34 18 9 5
100.0 39.6 64.2 34.0 17.0 9.4

77 27 40 17 10 11
100.0 35.1 51.9 22.1 13.0 14.3

59 17 22 12 4 5
100.0 28.8 37.3 20.3 6.8 8.5

23 7 14 4 1 1
100.0 30.4 60.9 17.4 4.3 4.3

230 84 108 58 28 22
100.0 36.5 47.0 25.2 12.2 9.6

328 101 120 83 41 30
100.0 30.8 36.6 25.3 12.5 9.1

20 2 4 1 2 0
100.0 10.0 20.0 5.0 10.0 0.0

 

じ

ろ

じ

ろ

見

ら

れ

た

 

り

、
避

け

ら

れ

た

り

 

す

る

こ

と

 

性

的

少

数

者

に

対

す

る

 

理

解

が

足

り

な

い

こ

と

 

同

性

パ
ー

ト

ナ
ー

が

 

病

院

な

ど

で

家

族

と

 

し

て

認

め

ら

れ

な

い

 

場

合

が

あ

る

こ

と

 

そ

の

他

 

わ

か

ら

な

い

 

不

明

・

無

回

答

194 331 254 15 213 35
24.6 41.9 32.2 1.9 27.0 4.4

14 30 25 0 6 1
26.4 56.6 47.2 0.0 11.3 1.9

23 39 32 1 13 3
29.9 50.6 41.6 1.3 16.9 3.9

19 27 16 1 15 3
32.2 45.8 27.1 1.7 25.4 5.1

6 7 9 0 5 0
26.1 30.4 39.1 0.0 21.7 0.0

64 106 79 6 56 4
27.8 46.1 34.3 2.6 24.3 1.7

66 118 89 6 113 21
20.1 36.0 27.1 1.8 34.5 6.4

2 4 4 1 5 3
10.0 20.0 20.0 5.0 25.0 15.0

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

問２４
性的少数者の人権について

問２４

全　　　体

職

　

　

　

業

国・地方公務員及び私学を

含む教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

不明・無回答

不明・無回答

全　　　体

職

　

　

　

業

国・地方公務員及び私学を

含む教育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業
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どの職業においても、「偏見による差別的言動を受けること」、「性的少数者に対する理解が足りないこ

と」が高くなっている。 

「わからない」が、「国・地方公務員及び私学を含む教育・保育関係の職業」、「医療関係、福祉関係、マ

スメディア関係の職業」以外の職業では、20%以上ある。 

 

  

39.6 

35.1 

28.8 

30.4 

64.2 

51.9 

37.3 

60.9 

34.0 

22.1 

20.3 

17.4 

17.0 

13.0 

6.8 

4.3 

9.4 

14.3 

8.5 

4.3 

26.4 

29.9 

32.2 

26.1 

56.6 

50.6 

45.8 

30.4 

47.2 

41.6 

27.1 

39.1 

0.0 

1.3 

1.7 

0.0 

11.3 

16.9 

25.4 

21.7 

1.9 

3.9 

5.1 

0.0 

0% 35% 70%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、農業、

漁業

学 生

図24-4 性的少数者の人権について（職業別）

職場や学校でからかいや嫌がらせをさ

れること

偏見による差別的言動を受けること

就職や職場で不利な扱いを受けること

アパートなどの住居への入居が困難な

こと

店舗等の入店や施設利用を拒否され

ること

じろじろ見られたり、避けられたりする

こと

性的少数者に対する理解が足りないこ

と

同性パートナーが病院などで家族とし

て認められない場合があること

その他

わからない

不明・無回答

36.5 

30.8 

10.0 

47.0 

36.6 

20.0 

25.2 

25.3 

5.0 

12.2 

12.5 

10.0 

9.6 

9.1 

0.0 

27.8 

20.1 

10.0 

46.1 

36.0 

20.0 

34.3 

27.1 

20.0 

2.6 

1.8 

5.0 

24.3 

34.5 

25.0 

1.7 

6.4 

15.0 

0% 35% 70%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・無回答
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問２５ 新型コロナウイルス感染症に関する人権問題について 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新型コロナウイルス感染症に関することについて、人権がとくに尊重されていないと思うの

は、どのようなことですか。（該当するすべてに○） 

 

回
答
数

 

感
染
し
た
こ
と
を
理
由

 

に
解
雇
さ
れ
る
こ
と

 

回
復
し
て
い
る
の
に

 

出
社
を
拒
否
さ
れ
る

 

こ
と

 

非
正
規
労
働
者
や

 

ひ
と
り
親
世
帯
が
解
雇

 

や
雇
い
止
め
に
あ
い

、

 

生
活
に
困
窮
す
る
こ
と

 

医
療
従
事
者
や
そ
の

 

家
族
が

、
差
別
的
な

 

発
言
や
行
為
を
受
け
る

 

こ
と

 

感
染
者
が
発
生
し
た

 

施
設
の
関
係
者
に
対
し

 

て
来
店
を
拒
否
す
る

 

こ
と

 

感
染
者
個
人
の
名
前
や

 

行
動
を
特
定
し

、

 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
公
表
・

 

非
難
す
る
こ
と

790 278 254 260 302 173 261
100.0 35.2 32.2 32.9 38.2 21.9 33.0

348 112 98 105 113 80 109
100.0 32.2 28.2 30.2 32.5 23.0 31.3

421 160 152 153 184 93 149
100.0 38.0 36.1 36.3 43.7 22.1 35.4

3 1 1 0 1 0 0
100.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0

18 5 3 2 4 0 3
100.0 27.8 16.7 11.1 22.2 0.0 16.7

 

感
染
拡
大
で
在
宅
時
間
が

 

増
え

、
児
童
虐
待
や
Ｄ
Ｖ

 

を
受
け
る
こ
と

 

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
強
制

 

し
た
り

、
接
種
し
な
い
こ

 

と
を
理
由
に
不
利
益
な

 

取
扱
い
を
す
る
こ
と

 

感
染
後
の
後
遺
症
の
症
状

 

を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

160 262 314 23 174 33
20.3 33.2 39.7 2.9 22.0 4.2

63 113 142 11 83 14
18.1 32.5 40.8 3.2 23.9 4.0

97 146 167 12 85 17
23.0 34.7 39.7 2.9 20.2 4.0

0 1 0 0 1 0
0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0

0 2 5 0 5 2
0.0 11.1 27.8 0.0 27.8 11.1

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２５
新型コロナウイルス感染症に関して、人権が特に尊重されていないと思うこと

  問２５

全　　　体

全　　　体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答

性
　
　
別

女　性

男　性

その他

不明・無回答
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39.7 

38.2 

35.2 

33.2 

33.0 

32.9 

32.2 

21.9 

20.3 

2.9 

22.0 

4.2 

0% 25% 50%

感染後の後遺症の症状を理解してもらえない

感染したことを理由に解雇されること

回復しているのに出社を拒否されること

感染拡大で在宅時間が増え、児童虐待やＤＶを受けること

その他

わからない

不明・無回答

図25-1 新型コロナウイルス感染症に関して、人権が特に尊重されていないと思うこと

（全体）

32.2 

38.0 

28.2 

36.1 

30.2 

36.3 

32.5 

43.7 

23.0 

22.1 

31.3 

35.4 

18.1 

23.0 

32.5 

34.7 

40.8 

39.7 

3.2 

2.9 

23.9 

20.2 

4.0 

4.0 

0% 25% 50%

男 性

女 性

図25-2 新型コロナウイルス感染症に関して、人権

が特に尊重されていないと思うこと（性別）
感染したことを理由に解雇されること

回復しているのに出社を拒否されること

感染後の後遺症の症状を理解してもらえない

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「感染後の後遺症の症状を理解してもらえない」39.7％、「医療従事者やその家族が、差別的な発言

や行為を受けること」38.2％、「感染したことを理由に解雇されること」35.2％など、11 項目中 7 項目が

3割台になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も高い数値を示しているのは、男性では「感染後の後遺症の症状を理解してもらえない」40.8％(女

性３９．７％)、女性では「医療従事者やその家族が、差別的発言や行為を受けること」43.7％(男性３２．

５％)になっている。女性の回答がほとんどの項目において、男性に比べて高い数値を示している。 

  

非正規労働者やひとり親世帯が解雇や雇い止めにあい、生活
に困窮すること 
 
医療従事者やその家族が、差別的な発言や行為を受けること 
 
感染者が発生した施設の関係者に対して来店を拒否すること 
 
感染者個人の名前や行動を特定し、ＳＮＳ等で公表・非難する 
こと 

感染拡大で在宅時間が増え、児童虐待やＤＶを受けること 
 
ワクチンの接種を強制したり、接種しないことを理由に不利益な
取扱いをすること 

医療従事者やその家族が、差別的な発言や行為を受けること 
 
  
ワクチンの接種を強制したり、接種しないことを理由に不利益な 
取扱いをすること 

感染者個人の名前や行動を特定し、ＳＮＳ等で公表・非難すること 
 
非正規労働者やひとり親世帯が解雇や雇い止めにあい、生活に 
困窮すること 
 
 

感染者が発生した施設の関係者に対して来店を拒否すること 
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２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

感

染

し

た

こ

と

を

理

由

 

に

解

雇

さ

れ

る

こ

と

 

回

復

し

て

い

る

の

に

 

出

社

を

拒

否

さ

れ

る

 

こ

と

 

非

正

規

労

働

者

や

 

ひ

と

り

親

世

帯

が

解

雇

 

や

雇

い

止

め

に

あ

い

、

 

生

活

に

困

窮

す

る

こ

と

 

医

療

従

事

者

や

そ

の

 

家

族

が

、
差

別

的

な

 

発

言

や

行

為

を

受

け

る

 

こ

と

 

感

染

者

が

発

生

し

た

 

施

設

の

関

係

者

に

対

し

 

て

来

店

を

拒

否

す

る

 

こ

と

 

感

染

者

個

人

の

名

前

や

 

行
動
を
特
定
し

、

 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

で

公

表

・

 

非

難

す

る

こ

と

790 278 254 260 302 173 261
100.0 35.2 32.2 32.9 38.2 21.9 33.0

45 19 18 13 18 10 14
100.0 42.2 40.0 28.9 40.0 22.2 31.1

47 19 17 20 22 15 23
100.0 40.4 36.2 42.6 46.8 31.9 48.9

91 36 34 38 34 18 38
100.0 39.6 37.4 41.8 37.4 19.8 41.8

124 45 42 46 62 30 47
100.0 36.3 33.9 37.1 50.0 24.2 37.9

170 58 50 54 72 41 56
100.0 34.1 29.4 31.8 42.4 24.1 32.9

196 62 57 57 66 36 57
100.0 31.6 29.1 29.1 33.7 18.4 29.1

104 36 34 30 26 23 24
100.0 34.6 32.7 28.8 25.0 22.1 23.1

13 3 2 2 2 0 2
100.0 23.1 15.4 15.4 15.4 0.0 15.4

 

感
染
拡
大
で
在
宅
時
間
が

 

増
え

、
児
童
虐
待
や
Ｄ
Ｖ

 

を
受
け
る
こ
と

 

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
強
制

 

し
た
り

、
接
種
し
な
い
こ

 

と
を
理
由
に
不
利
益
な

 

取
扱
い
を
す
る
こ
と

 

感
染
後
の
後
遺
症
の
症
状

 

を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

160 262 314 23 174 33
20.3 33.2 39.7 2.9 22.0 4.2

10 20 25 0 4 0
22.2 44.4 55.6 0.0 8.9 0.0

10 20 19 0 7 1
21.3 42.6 40.4 0.0 14.9 2.1

20 40 50 4 16 2
22.0 44.0 54.9 4.4 17.6 2.2

32 52 59 5 19 4
25.8 41.9 47.6 4.0 15.3 3.2

38 63 75 5 39 7
22.4 37.1 44.1 2.9 22.9 4.1

34 49 62 6 53 9
17.3 25.0 31.6 3.1 27.0 4.6

16 17 20 3 32 9
15.4 16.3 19.2 2.9 30.8 8.7

0 1 4 0 4 1
0.0 7.7 30.8 0.0 30.8 7.7

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

６０～６９歳

５０～５９歳

７０～７９歳

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２５
新型コロナウイルス感染症に関して、人権が特に尊重されていないと思うこと

  問２５

３０～３９歳

１８～２９歳

全　　　体

年

　

　

　

　

齢

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

年

　

　

　

　

齢

４０～４９歳

８０歳以上

不明・無回答

４０～４９歳
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42.2 

40.4 

39.6 

36.3 

40.0 

36.2 

37.4 

33.9 

28.9 

42.6 

41.8 

37.1 

40.0 

46.8 

37.4 

50.0 

22.2 

31.9 

19.8 

24.2 

31.1 

48.9 

41.8 

37.9 

22.2 

21.3 

22.0 

25.8 

44.4 

42.6 

44.0 

41.9 

55.6 

40.4 

54.9 

47.6 

0.0 

0.0 

4.4 

4.0 

8.9 

14.9 

17.6 

15.3 

0.0 

2.1 

2.2 

3.2 

0% 30% 60%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

図25-3 新型コロナウイルス感染症に関して、人権が特に尊重されて

いないと思うこと（年齢層別） 感染したことを理由に解雇される

こと

回復しているのに出社を拒否され

ること

医療従事者やその家族が、差別

的な発言や行為を受けること

感染者が発生した施設の関係者

に対して来店を拒否すること

感染者個人の名前や行動を特定

し、ＳＮＳ等で公表・非難すること

感染拡大で在宅時間が増え、

児童虐待やＤＶを受けること

感染後の後遺症の症状を理解し

てもらえない

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 歳から６9 歳までの年齢層で、「感染後の後遺症の症状を理解してもらえない」が、高い項目になっ

ている。「30～39歳」では、「感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難すること」48.9％

が、「50～59歳」では、「医療従事者やその家族が、差別的な発言や行為を受けること」50.0％が最も高

くなっている。 

 

 

  

34.1 

31.6 

34.6 

23.1 

29.4 

29.1 

32.7 

15.4 

31.8 

29.1 

28.8 

15.4 

42.4 

33.7 

25.0 

15.4 

24.1 

18.4 

22.1 

0.0 

32.9 

29.1 

23.1 

15.4 

22.4 

17.3 

15.4 

0.0 

37.1 

25.0 

16.3 

7.7 

44.1 

31.6 

19.2 

30.8 

2.9 

3.1 

2.9 

0.0 

22.9 

27.0 

30.8 

30.8 

4.1 

4.6 

8.7 

7.7 

0% 30% 60%

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

非正規労働者やひとり親世帯が
解雇や雇い止めにあい、生活に
困窮すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワクチンの接種を強制したり、接
種しないことを理由に不利益な
取扱いをすること 
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３）職業別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

回

答

数

 

感

染

し

た

こ

と

を

理

由

 

に

解

雇

さ

れ

る

こ

と

 

回

復

し

て

い

る

の

に

 

出

社

を

拒

否

さ

れ

る

 

こ

と

 

非

正

規

労

働

者

や

 

ひ

と

り

親

世

帯

が

解

雇

 

や

雇

い

止

め

に

あ

い

、

 

生

活

に

困

窮

す

る

こ

と

 

医

療

従

事

者

や

そ

の

 

家

族

が

、
差

別

的

な

 

発

言

や

行

為

を

受

け

る

 

こ

と

 

感

染

者

が

発

生

し

た

 

施

設

の

関

係

者

に

対

し

 

て

来

店

を

拒

否

す

る

 

こ

と

 

感

染

者

個

人

の

名

前

や

 

行
動
を
特
定
し

、

 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

で

公

表

・

 

非

難

す

る

こ

と

790 278 254 260 302 173 261
100.0 35.2 32.2 32.9 38.2 21.9 33.0

53 17 20 22 27 12 23
100.0 32.1 37.7 41.5 50.9 22.6 43.4

77 30 35 35 44 27 29
100.0 39.0 45.5 45.5 57.1 35.1 37.7

59 19 16 17 20 11 16
100.0 32.2 27.1 28.8 33.9 18.6 27.1

23 10 8 7 7 4 7
100.0 43.5 34.8 30.4 30.4 17.4 30.4

230 84 64 75 86 49 83
100.0 36.5 27.8 32.6 37.4 21.3 36.1

328 113 107 98 113 69 100
100.0 34.5 32.6 29.9 34.5 21.0 30.5

20 5 4 6 5 1 3
100.0 25.0 20.0 30.0 25.0 5.0 15.0

 

感
染
拡
大
で
在
宅
時
間
が

 

増
え

、
児
童
虐
待
や
Ｄ
Ｖ

 

を
受
け
る
こ
と

 

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
強
制

 

し
た
り

、
接
種
し
な
い
こ

 

と
を
理
由
に
不
利
益
な

 

取
扱
い
を
す
る
こ
と

 

感
染
後
の
後
遺
症
の
症
状

 

を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い

 

そ
の
他

 

わ
か
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

160 262 314 23 174 33
20.3 33.2 39.7 2.9 22.0 4.2

14 21 29 1 7 1
26.4 39.6 54.7 1.9 13.2 1.9

17 41 36 4 7 0
22.1 53.2 46.8 5.2 9.1 0.0

11 16 23 3 16 3
18.6 27.1 39.0 5.1 27.1 5.1

4 8 10 0 3 0
17.4 34.8 43.5 0.0 13.0 0.0

48 83 106 9 48 7
20.9 36.1 46.1 3.9 20.9 3.0

65 92 103 6 88 20
19.8 28.0 31.4 1.8 26.8 6.1

1 1 7 0 5 2
5.0 5.0 35.0 0.0 25.0 10.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２５
新型コロナウイルス感染症に関して、人権が特に尊重されていないと思うこと

無　　職

不明・無回答

全　　　体

職

　

　

　

業

不明・無回答

  問２５

国・地方公務員及び私学を含む教

育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）

全　　　体

職

　

　

　

業

無　　職

国・地方公務員及び私学を含む教

育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、

マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や

団体職員（パートや派遣を含む）



- 139 - 

 

32.1 

39.0 

32.2 

43.5 

37.7 

45.5 

27.1 

34.8 

41.5 

45.5 

28.8 

30.4 

50.9 

57.1 

33.9 

30.4 

22.6 

35.1 

18.6 

17.4 

43.4 

37.7 

27.1 

30.4 

26.4 

22.1 

18.6 

17.4 

39.6 

53.2 

27.1 

34.8 

54.7 

46.8 

39.0 

43.5 

1.9 

5.2 

5.1 

0.0 

13.2 

9.1 

27.1 

13.0 

1.9 

0.0 

5.1 

0.0 

0% 30% 60%

国・地方公務員

及び私学を含む

教育・保育関係

の職業

医療関係、

福祉関係、

マスメディア

関係の職業

自営業、

農業、漁業

学 生

図25-4 新型コロナウイルス感染症に関して、人権が特に尊重されていないと思う

こと（職業別）
感染したことを理由に解雇される

こと

回復しているのに出社を拒否され

ること

医療従事者やその家族が、差別

的な発言や行為を受けること

感染者が発生した施設の関係者

に対して来店を拒否すること

感染者個人の名前や行動を特定

し、ＳＮＳ等で公表・非難すること

感染拡大で在宅時間が増え、

児童虐待やＤＶを受けること

感染後の後遺症の症状を理解し

てもらえない

その他

わからない

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国・地方公務員及び私学を含む教育・保育関係の職業」では、「感染後の後遺症の症状を理解しても

らえない」が５４．７％で最も高く、「医療関係、福祉関係、マスメディア関係の職業」では、「医療従事者や

その家族が、差別的な発言や行為を受けること」が 57.1%で最も高くなっている。 

また、「医療関係、福祉関係、マスメディア関係の職業」では、「ワクチンの接種を強制したり、接種しな

いことを理由に不利益な取扱いをすること」が 53.2%と、他の職業に比べて高くなっている。 

 

  

36.5 

34.5 

25.0 

27.8 

32.6 

20.0 

32.6 

29.9 

30.0 

37.4 

34.5 

25.0 

21.3 

21.0 

5.0 

36.1 

30.5 

15.0 

20.9 

19.8 

5.0 

36.1 

28.0 

5.0 

46.1 

31.4 

35.0 

3.9 

1.8 

0.0 

20.9 

26.8 

25.0 

3.0 

6.1 

10.0 

0% 30% 60%

上記以外の

会社員や

団体職員

（パートや

派遣を含む）

無 職

不明・無回答

非正規労働者やひとり親世帯が
解雇や雇い止めにあい、生活に
困窮すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ワクチンの接種を強制したり、接
種しないことを理由に不利益な
取扱いをすること 
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回
答
数

 

偏
見
が

残

っ
て

 

い
る
と

思
う

 

偏
見
は

も
う
な
く

 

な

っ
て

い
る
と

 

思
う

 

偏
見
が

残

っ
て

 

い
る
か

ど
う
か

、

 

わ
か
ら
な
い

 

偏
見
が

あ

っ
た

 

こ
と
を

知
ら
な
い

 

不
明
・

無
回
答

779 43 127 216 345 48
100.0 5.5 16.3 27.7 44.3 6.2

790 42 121 248 350 29
100.0 5.3 15.3 31.4 44.3 3.7

348 22 64 113 138 11
100.0 6.3 18.4 32.5 39.7 3.2

421 18 50 133 204 16
100.0 4.3 11.9 31.6 48.5 3.8

3 0 0 0 3 0
100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

18 2 7 2 5 2
100.0 11.1 38.9 11.1 27.8 11.1

2023（令和5）年度
大牟田市調査　全体

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２６
奄美群島から移住してきた人々への偏見について

2013(平成25)年

大牟田市調査  全体

性
　
　
別

男　性

女　性

その他

不明・無回答

 

回
答
数

 

偏
見
が
残

っ
て

 

い
る
と
思
う

 

偏
見
は
も
う
な
く

 

な

っ
て
い
る
と

 

思
う

 

偏
見
が
残

っ
て

 

い
る
か
ど
う
か

、

 

わ
か
ら
な
い

 

偏
見
が
あ

っ
た

 

こ
と
を
知
ら
な
い

 

不
明
・
無
回
答

790 42 121 248 350 29
100.0 5.3 15.3 31.4 44.3 3.7

45 2 5 13 25 0
100.0 4.4 11.1 28.9 55.6 0.0

47 0 2 10 34 1
100.0 0.0 4.3 21.3 72.3 2.1

91 7 6 27 49 2
100.0 7.7 6.6 29.7 53.8 2.2

124 6 18 34 65 1
100.0 4.8 14.5 27.4 52.4 0.8

170 9 24 58 71 8
100.0 5.3 14.1 34.1 41.8 4.7

196 10 37 70 74 5
100.0 5.1 18.9 35.7 37.8 2.6

104 7 23 34 29 11
100.0 6.7 22.1 32.7 27.9 10.6

13 1 6 2 3 1
100.0 7.7 46.2 15.4 23.1 7.7

  問２６
奄美群島から移住してきた人々への偏見について

上段：実数（人）　下段：比率（％）

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

年
　
　
　
　
齢

全　　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

問２６ 奄美群島から移住してきた人々への偏見について 

 

 

 

 

１）全体及び性別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  性別による特段の差異はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「偏見が残っているかどうか、分からない」が 3．7ポイント増えているが、大きな変化はない。 

 

２）年齢層別特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治のころ、石炭産業の発展に伴い、与論島をはじめとする奄美群島の人々が大牟田市に移
住してこられ、これらの産業に従事されました。しかし、ことば（方言）や文化などの違い
から人々に対する偏見も生まれました。現在の状況として、あなたの考えに最も近いと思わ
れるものは、次のどれですか。（１つに○） 

5.5 

5.3 

16.3 

15.3 

27.7 

31.4 

44.3 

44.3 

6.2 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013(平成25）年

大牟田市調査

2023(令和5)年

大牟田市調査

図26-1 奄美群島から移住してきた人々への偏見について（全体）

偏見が残っていると思う 偏見はもうなくなっていると思う

偏見が残っているかどうか、わからない 偏見があったことを知らない

不明・無回答
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回
答
数

 

偏
見
が
残

っ
て

 

い
る
と
思
う

 

偏
見
は
も
う

な
く

 

な

っ
て
い
る

と

 

思
う

 

偏
見
が
残

っ
て

 

い
る
か
ど
う

か

、

 

わ
か
ら
な
い

 

偏
見
が
あ

っ
た

 

こ
と
を
知
ら

な
い

 

不
明
・
無
回

答

790 42 121 248 350 29
100.0 5.3 15.3 31.4 44.3 3.7

53 5 8 24 15 1
100.0 9.4 15.1 45.3 28.3 1.9

77 6 5 22 44 0
100.0 7.8 6.5 28.6 57.1 0.0

59 0 13 22 22 2
100.0 0.0 22.0 37.3 37.3 3.4

23 1 4 5 13 0
100.0 4.3 17.4 21.7 56.5 0.0

230 5 31 72 118 4
100.0 2.2 13.5 31.3 51.3 1.7

328 24 53 98 134 19
100.0 7.3 16.2 29.9 40.9 5.8

20 1 7 5 4 3
100.0 5.0 35.0 25.0 20.0 15.0

上段：実数（人）　下段：比率（％）

  問２６
奄美群島から移住してきた人々への偏見について

不明・無回答

全　　　体

職
　
　
　
業

国・地方公務員及び私学を含む教

育・保育関係の職業

医療関係、福祉関係、
マスメディア関係の職業

自営業、農業、漁業

学   生

上記以外の会社員や
団体職員（パートや派遣を含む）

無　　職

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「偏見が残っていると思う」が、「30～39歳」を除く年齢層では約 4～８％ある。 

「偏見はもうなくなっていると思う」は、「18～29 歳」が 11.1％で、「30～３９歳」の 4.3％を最低点にし

て、順次増加する U 字型をしている。一方で、「偏見があったことを知らない」は、「30～39 歳」72.3％

を最高点に逆 U字型をしている。 

 

３）職業別特徴 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  職業による特段の差異はない。 

  

4.4 

0.0 

7.7 

4.8 

5.3 

5.1 

6.7 

7.7 

11.1 

4.3 

6.6 

14.5 

14.1 

18.9 

22.1 

46.2 

28.9 

21.3 

29.7 

27.4 

34.1 

35.7 

32.7 

15.4 

55.6 

72.3 

53.8 

52.4 

41.8 

37.8 

27.9 

23.1 

0.0 

2.1 

2.2 

0.8 

4.7 

2.6 

10.6 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

不明・無回答

図26-3 奄美群島から移住してきた人々への偏見について（年齢層別）

偏見が残っていると思う 偏見はもうなくなっていると思う 偏見が残っているかどうか、わからない

偏見があったことを知らない 不明・無回答


